
　
習
を
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

※

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡

　
大
状
況
に
よ
り
、中
止
と
さ
せ
て
い

　
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ
先
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
課

　
☎（
４
４
２
）１
６
０
５

　
　http://w

w
w
.am
atobu-

　
　119.jp

と
き
　
11
月
29
日（
日
）午
後
１
時
〜

４
時

と
こ
ろ
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消
防

本
部 

講
堂

対
象
　
大
治
町
・
あ
ま
市
に
在
住
の

方
で
15
歳
以
上
の
方

内
容
　
成
人
に
対
す
る
心
肺
蘇
生

法
、大
出
血
時
の
止
血
法

定
員
　
９
名

参
加
費
　
無
料

受
付
期
間
　
11
月
９
日（
月
）〜
22
日

（
日
）

申
込
場
所
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
署
・
北
分
署
・
南
分
署

申
込
方
法
　
救
命
講
習
受
講
申
請
書

で
受
け
付
け
ま
す
。

※

申
請
書
は
、
消
防
本
部
・
各
消
防

　
署
で
配
布
、
ま
た
は
海
部
東
部
消

　
防
本
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

　
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※

メ
ー
ル
・
電
話
・
フ
ァ
ク
ス
で
の

　
申
し
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

※

団
体
・
グ
ル
ー
プ
等
で
受
講
希
望

　
の
場
合
は
、指
導
員
が
出
向
し
、講

毎日の生活のためになる情報を
たくさんお届けします!

対
象
　
本
町
に
在
住
の
私
立
高
等
学

校
の
全
日
制
課
程
も
し
く
は
定
時
制

課
程
ま
た
は
専
修
学
校
の
高
等
課
程

に
在
籍
す
る
生
徒
の
保
護
者

補
助
金
の
額
　
年
額
１
万
円
以
内

※
３
月
末
に
振
り
込
み
予
定

申
請
に
必
要
な
も
の

❶
私
立
高
等
学
校
授
業
料
補
助
金
交

　
付
申
請
書（
様
式
第
１
）

※

学
校
で
学
校
証
明
欄
の
記
入
お
よ

　
び
証
明
が
必
要
で
す
。ま
た
、
様

　
式
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
取
得
可

　
能
で
す
。

❷
朱
肉
の
使
え
る
印
鑑

❸
保
護
者
名
義
の
預
貯
金
通
帳

❹
所
得
課
税
証
明
書

※

愛
知
県
私
立
高
等
学
校
授
業
料
軽

　
減
制
度
の
適
用
を
受
け
て
い
な
い

　
場
合
に
必
要
で
す
。

提
出
期
限
　
令
和
３
年
１
月
29
日

（
金
）

注
意
　
本
年
度
の
授
業
料
の
納
付
を

全
額
免
除
さ
れ
て
い
る
方
、
所
得
制

限
に
よ
り
国
・
県
の
補
助
金
等
の
交

30
分

※

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

　
策
の
た
め
９
月
号
よ
り
時
間
帯
等

　
を
変
更
し
て
い
ま
す
。ご
注
意
く

　
だ
さ
い
。

対
象
　
平
成
26
年
４
月
２
日
〜
27
年

４
月
１
日
生
ま
れ
の
児
童

問
合
せ
先
　
役
場 

学
校
教
育
課

　
内
線
２
０
８

　
10
月
１
日
付
け
で
、杉
戸 

江
泉 

氏

が
教
育
委
員
に
再
任
さ
れ
ま
し
た
。

任
期
は
４
年
で
す
。

　

　「
介
護
」に
つ
い
て
、
皆
さ
ん
は
考
え

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。高
齢
化
が

進
み
、
親
や
配
偶
者
な
ど
家
族
の
介

護
を
す
る
方
が
増
え
て
い
ま
す
。今
、

介
護
を
し
て
い
な
い
方
も
、
い
つ
か
家

族
の
介
護
を
す
る
立
場
に
な
っ
た
り
、

介
護
を
受
け
る
立
場
に
な
っ
た
り
す

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。介
護
は
誰
に

と
っ
て
も
身
近
な
問
題
な
の
で
す
。11

月
11
日
は「
介
護
の
日
」。そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
で
「
介
護
」
に
つ
い
て
考
え
て
み

ま
せ
ん
か
。

※

こ
の
マ
ー
ク
は
、
静
岡
県
が
考
案
し

　
た
も
の
で
、
厚
生
労
働
省
が
周
知

　
を
図
っ
て
い
ま
す
。外
出
先
で
こ
の

　
マ
ー
ク
を
見
か
け
た
ら
温
か
く
見

　
守
っ
て
く
だ
さ
い
。ま
た
、「
介
護

　
マ
ー
ク
」
を
役
場
民
生
課
お
よ
び

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
配
布

　
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ
先
　
役
場 

民
生
課

　
内
線
１
１
５
・
１
５
８

　
年
々
増
加
傾
向
に
あ
り
、
今
後
も

増
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
医
療
費
。

　
こ
の
医
療
費
は
、皆
さ
ん
が
納
め
る

保
険
税
で
賄
わ
れ
て
い
る
た
め
、医
療

費
が
増
え
続
け
る
と
、
保
険
税
の
負

担
増
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
大
切
な
医
療
費
を
無
駄
遣
い
し
な

い
よ
う
に
次
の
点
に
注
意
し
て
、適
切

な
受
診
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

・
日
頃
か
ら
健
康
づ
く
り
を
心
掛
け

　
ま
し
ょ
う
。

・
定
期
的
に
健
康
診
断
を
受
け
て
、

　
早
期
発
見･

早
期
治
療
を
心
掛
け

　
ま
し
ょ
う
。 

・
気
軽
に
相
談
に
乗
っ
て
く
れ
る
か

　
か
り
つ
け
医
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。 

・
重
複
受
診
や
は
し
ご
受
診
は
や
め

　
ま
し
ょ
う
。

・
薬
は
適
切
な
用
量
、
用
法
で
服
用

　
し
ま
し
ょ
う
。 

・
な
る
べ
く
診
療
時
間
内
に
受
診
す

　
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ
先
　
役
場 

保
険
医
療
課

　
内
線
１
７
０

　
犯
罪
抑
止
に
有
効
な
防
犯
カ
メ
ラ

の
設
置
促
進
を
図
る
た
め
、
積
極
的

に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

対
象
　
県
が
定
め
る
「
防
犯
カ
メ
ラ

の
設
置
及
び
運
用
に
関
す
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」の
ほ
か
町
が
要
綱
に
定
め
る

条
件
、
遵
守
事
項
等
を
遵
守
で
き
る

❶
❷
の
方

❶
総
代
お
よ
び
地
区
総
代
の
方

　
当
該
自
治
組
織
の
承
認
を
受
け
て
、

　
管
轄
す
る
公
共
的
な
施
設
に
設
置

　
す
る
場
合

❷
町
内
に
所
在
す
る
物
件
の
う
ち
、

　
次
の
項
目
に
該
当
す
る
方

・
戸
数
４
戸
以
上
の
分
譲
マ
ン
シ
ョ

　
ン
の
管
理
組
合

・
戸
数
４
戸
以
上
の
賃
貸
共
同
住
宅

　（
社
宅
、寮
等
を
除
く
）の
所
有
者

・
自
動
車
４
台
以
上
を
駐
車
可
能
な

　
貸
し
駐
車
場
の
所
有
者

※

補
助
金
の
交
付
申
請
は
、
補
助
対

　
象
者
に
つ
き
同
一
年
度
内
に
１
回

　
限
り
、
ま
た
同
一
敷
地
内
へ
の
補
助

　
は
１
回
限
り
と
し
ま
す
。

受
付
期
間
　
令
和
３
年
２
月
末
日
ま

で補
助
金
額
　
防
犯
カ
メ
ラ
等
購
入
設

◉
被
害
相
談

　
警
察
で
は
各
種
相
談
窓
口
を
開
設

し
、
犯
罪
被
害
者
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま

な
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。（
左
表
参

照
）

◉
犯
罪
被
害
給
付
制
度

　
故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
家
族

を
亡
く
さ
れ
た
ご
遺
族
、
重
傷
病
を

負
っ
た
り
後
遺
障
害
が
残
っ
た
り
し

置
金
額
の
２
分
の
１
以
内
で
、
５
万

円
を
限
度
額
と
し
ま
す
。（
１
０
０
０

円
未
満
切
り
捨
て
）

※

維
持
管
理
費
用
、
地
代
・
占
用
料

　
等
は
除
く

申
請
方
法
等
　
防
犯
カ
メ
ラ
等
を
設

置
し
よ
う
と
す
る
方
は
、
必
ず
、
事
前

に
役
場
防
災
危
機
管
理
課
へ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。（
取
り
付
け
後
の
受
け
付

け
は
い
た
し
ま
せ
ん
。）

申
込
・
問
合
せ
先
　
役
場 

防
災
危
機

管
理
課
　
内
線
１
５
１
・
１
５
２

　
11
月
25
日
か
ら
12
月
１
日
は
犯
罪

被
害
者
週
間
で
す
。

　
犯
罪
被
害
者
は
、
被
害
後
に
生
じ

る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題（
身
体
不
調
、
経

済
的
困
窮
な
ど
）に
苦
し
め
ら
れ
て
い

ま
す
。犯
罪
防
止
や
犯
罪
被
害
者
の

方
の
た
め
に
何
が
で
き
る
か
を
考
え

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
役
場
の
閉
庁
日
で
も
公
民
館
が
開

館
し
て
い
る
と
き
は
、
住
民
票
の
写
し

お
よ
び
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

と
き
　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

と
こ
ろ
　
公
民
館 

２
階 

事
務
室

請
求
の
際
に
必
要
な
も
の

◉
住
民
票
の
写
し

・
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類

※

代
理
人
の
方
が
請
求
を
す
る
場
合

　
は
、
委
任
状
ま
た
は
代
理
人
選
任

　
届

◉
印
鑑
登
録
証
明
書

・
印
鑑
登
録
証（
手
帳
）

・
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類

注
意

・
役
場
の
閉
庁
日
と
公
民
館
の
閉
館

　
日
が
重
な
っ
た
と
き
は
、
交
付
が
で

　
き
ま
せ
ん
。

・
本
人
確
認
書
類
に
つ
い
て
は
事
前

　
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

・
公
民
館
で
は
、
転
出
・
死
亡
し
た

　
方
の
住
民
票
（
除
票
）の
写
し
の
交

　
付
お
よ
び
住
民
異
動
や
印
鑑
登
録

　
な
ど
の
手
続
き
は
で
き
ま
せ
ん
。

問
合
せ
先
　
役
場 

住
民
課

　
内
線
１
７
４

た
被
害
者
の
方
に
対
し
て
、何
ら
か
の

公
的
救
済
や
加
害
者
側
か
ら
の
損
害

賠
償
を
十
分
に
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
に
、
国
が
給
付
金
を
支
給

す
る
制
度
で
す
。詳
し
く
は
、
警
察
署

ま
た
は
警
察
本
部
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
津
島
警
察
署
警
務
課

　
☎
０
５
６
７（
２
４
）０
１
１
０

　
住
宅
用
地
球
温
暖
化
対
策
設
備
を

設
置
さ
れ
る
方
に
対
し
、
費
用
の
一
部

を
補
助
し
ま
す
。

補
助
対
象
者

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
で
、

申
請
年
度
内
に
設
備
の
運
用
を
開
始

で
き
る（
要
綱
に
定
め
る
期
限
ま
で
に

実
績
報
告
書
を
提
出
で
き
る
こ
と
）

方
を
補
助
対
象
と
し
ま
す
。

❶
自
ら
居
住
し
、
ま
た
は
居
住
を
予

　
令
和
３
年
の
裁
判
員
候
補
者
名
簿

に
登
録
さ
れ
た
方
に
は
、
本
年
11
月

中
旬
に
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
の

通
知（
名
簿
記
載
通
知
）を
お
送
り
し

ま
す
。（
令
和
３
年
１
月
１
日
時
点
で

20
歳
以
上
の
方
に
限
ら
れ
ま
す
。）
こ

の
通
知
は
、
来
年
２
月
ご
ろ
か
ら
の

約
１
年
間
に
裁
判
所
に
お
越
し
い
た

だ
き
、
裁
判
員
に
選
ば
れ
る
可
能
性

が
あ
る
こ
と
を
事
前
に
お
伝
え
し
、あ

ら
か
じ
め
心
積
も
り
を
し
て
い
た
だ

く
た
め
の
も
の
で
す
。

　
な
お
、
こ
の
段
階
で
は
、
ま
だ
具
体

的
な
事
件
の
裁
判
員
候
補
者
に
選
ば

れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
す

ぐ
に
裁
判
所
に
お
越
し
い
た
だ
く
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。（
実
際
に
裁
判
所

に
お
越
し
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た

場
合
に
は
、
別
途
お
知
ら
せ
し
ま

す
。）

問
合
せ
先
　
名
古
屋
地
方
裁
判
所
刑

事
部
裁
判
員
係

　
☎（
２
０
３
）８
９
１
６

　
地
域
で
子
育
て
を
支
え
合
う
お
手

伝
い
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
。子
ど
も
の

送
迎
や
一
時
預
か
り
を
行
う
有
償
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
（
１
時
間
７
０
０
円
〜
）

を
募
集
し
ま
す
。

対
象
　
町
内
、あ
ま
市
内
在
住
、満
20

歳
以
上
で
、
育
児
経
験
あ
る
い
は
保

育
士
資
格
等
を
有
す
る
方

※

養
成
講
座
の
受
講
が
必
要

養
成
講
座
（
全
日
程
受
講
が
難
し
い

場
合
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
）

と
き
　
11
月
27
日（
金
）・
30
日（
月
）

〜
12
月
３
日（
木
）午
前
９
時
30
分
〜

午
後
３
時
15
分

と
こ
ろ
　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

定
員
　
６
名

※

無
料
託
児
あ
り
（
生
後
４
カ
月
か

　
ら
未
就
学
児
。11
月
19
日
（
木
）
ま

　
で
に
要
予
約
）

申
込
方
法
　
11
月
20
日（
金
）ま
で
に

電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
あ
ま
市
・
大
治
町
広
域

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

事
務
局
　

　
☎（
４
６
２
）０
１
５
０

　
自
衛
官
等
募
集
が
行
わ
れ
ま
す
。

ご
希
望
の
方
は
、
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

募
集
項
目

❶
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

　（
推
薦
）

❷
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

　（
一
般
）

❸
自
衛
官
候
補
生

資
格

❶
中
卒（
見
込
含
む
）令
和
３
年
４
月

　
１
日
現
在
、
15
歳
以
上
17
歳
未
満

　
の
男
子
、
成
績
優
秀
か
つ
生
徒
会

　
活
動
等
に
顕
著
な
実
績
を
修
め
、

　
学
校
長
が
推
薦
で
き
る
者

❷
中
卒（
見
込
含
む
）令
和
３
年
４
月

　
１
日
現
在
、
15
歳
以
上
17
歳
未
満

　
の
男
子

❸
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
男
女

受
付
期
間

❶
11
月
１
日（
日
）〜
30
日（
月
）

❷
11
月
１
日（
日
）〜
令
和
3
年
１
月

　
６
日（
水
）

❸
年
間
を
通
じ
て
受
け
付
け

業
し
て
５
年
以
内
の
方

定
員
　
10
名（
先
着
順
）

申
込
方
法
　
11
月
６
日
（
金
）ま
で
に

弥
富
市
商
工
会
へ
事
前
申
し
込
み
が

必
要
で
す
。

受
講
料
　
無
料

問
合
せ
先
　
弥
富
市
商
工
会

　
☎
０
５
６
７（
６
５
）３
１
０
０

　
弥
富
市
役
所
商
工
観
光
課

　
☎
０
５
６
７（
６
５
）１
１
１
１

　
物
流
機
械
運
転
科
受
講
生
を
募
集

し
ま
す
。

訓
練
期
間
　
令
和
３
年
１
月
８
日

（
金
）〜
６
月
25
日（
金
）（
６
カ
月
）

募
集
科
　
物
流
機
械
運
転
科

選
考
　
筆
記
試
験
、面
接（
12
月
10
日

（
木
））

対
象
　
公
共
職
業
安
定
所
で
求
職
登

録
を
し
て
お
り
、
訓
練
受
講
が
必
要

と
認
め
ら
れ
、
自
動
車
運
転
免
許（
普

通
自
動
車
以
上
）を
取
得
し
て
い
る
方

定
員
　
20
人

受
講
料
　
無
料（
教
科
書
、作
業
服
代

等
は
自
己
負
担
）

申
込
方
法
　
11
月
30
日（
月
）ま
で
に
、

申
込
・
問
合
せ
先
　
自
衛
隊
愛
知
地

方
協
力
本
部 

一
宮
地
域
事
務
所

　
☎
０
５
８
６（
７
３
）７
５
２
２

　
弥
富
市
・
蟹
江
町
・
飛
島
村
・
大

治
町
各
商
工
会
が
主
催
し
、
４
市
町

村
の
後
援
で
創
業
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催

し
ま
す
。本
セ
ミ
ナ
ー
は
「
創
業
支
援

等
事
業
計
画
」に
基
づ
き
、
創
業
に
必

要
な
経
営
の
基
本
を
専
門
家
に
よ

り
、
分
か
り
や
す
く
学
べ
る
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
と
な
り
ま
す
。

と
き
　
11
月
14
・
21
日（
土
）、
両
日

と
も
午
後
１
時
〜
５
時

※

２
日
間
と
も
参
加
で
き
る
方
を
対

　
象
と
し
ま
す
。別
の
日
を
ご
希
望
の

　
方
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

と
こ
ろ
　
蟹
江
町
産
業
文
化
会
館
　

２
階
　

内
容
　

❶
創
業
計
画
・
事
業
計
画
の
作
成

❷
資
金
調
達
、
資
金
繰
り
計
画
の
作

　
成

❸
従
業
員
雇
用
ル
ー
ル

❹
販
売
戦
略
の
立
て
方
な
ど

対
象
　
創
業
を
予
定
し
て
い
る
方
、

創
業
・
経
営
に
興
味
の
あ
る
方
、
創

　
定
す
る
町
内
の
住
宅
に
新
た
に
補

　
助
対
象
設
備
を
設
置
す
る
方
（
既

　
に
設
置
さ
れ
て
い
る
方
、設
置
工
事

　
を
開
始
し
て
い
る
方
は
対
象
外
）

❷
町
内
に
お
い
て
自
ら
居
住
す
る
た

　
め
に
補
助
対
象
設
備
付
き
新
築
住

　
宅
を
購
入
す
る
方

※

各
補
助
対
象
設
備
に
対
す
る
補
助

　
金
の
交
付
は
、１
世
帯
に
つ
き
１
回

　
限
り
と
し
ま
す
。

そ
の
他
　
申
請
書
様
式
は
産
業
環
境

課
窓
口
で
配
布
、
ま
た
は
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

申
込
・
問
合
せ
先
　
役
場 

産
業
環
境

課
　
内
線
１
２
４

入
所
願
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

居
住
地
を
管
轄
す
る
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
他
　
説
明
会
を
ポ
リ
テ
ク
セ
ン

タ
ー
名
古
屋
港
で
11
月
11
・
18
日

（
水
）
の
午
前
９
時
30
分
か
ら
実
施

（
予
約
不
要
）

問
合
せ
先
　
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
名

古
屋
港
　
☎（
３
８
１
）２
７
７
５

　
　http://w

w
w
3.jeed.or.jp/

　
　nagoyakouw

an/poly/

◉
ペ
ッ
ト
の
ふ
ん
は
飼
い
主
が
責
任

　
を
も
っ
て
片
付
け
て
く
だ
さ
い

　
家
の
前
や
歩
道
な
ど
ペ
ッ
ト
の
ふ

ん
が
放
置
さ
れ
、
悪
臭
、
汚
れ
で
困
っ

て
い
る
と
の
苦
情
が
多
く
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
ふ
ん
な
ど
を
適
正
に
処
理
し
、
他

人
に
迷
惑
を
掛
け
な
い
よ
う
に
努
め

る
こ
と
は
飼
い
主
の
責
任
で
す
。持
ち

帰
っ
て
適
切
に
処
理
し
ま
し
ょ
う
。

◉
野
良
猫
を
世
話
し
て
い
る
方
は
餌

　
を
あ
げ
る
だ
け
で
な
く
、
責
任
を

　
も
っ
て
管
理
し
て
く
だ
さ
い

　
猫
に
餌
を
与
え
て
い
る
だ
け
で
は

な
く
、
ふ
ん
尿
を
始
末
し
て
い
ま
す

か
。あ
な
た
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
近

所
に
迷
惑
を
か
け
て
い
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。餌
の
後
片
付
け
・
ふ
ん
の
始

末
を
し
っ
か
り
と
行
い
、
人
と
猫
が
共

生
で
き
る
町
づ
く
り
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
先
　
役
場 

産
業
環
境
課

　
内
線
１
２
４

　
虐
待
と
は
「
身
体
的
虐
待
」「
性
的

虐
待
」「
心
理
的
虐
待
」「
放
棄
・
放
任

（
ネ
グ
レ
ク
ト
）」な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　
虐
待
か
も
と
思
っ
た
ら
、す
ぐ
に
お

電
話
を
く
だ
さ
い
。通
報
は
匿
名
で

行
う
こ
と
も
可
能
で
す
。通
報
し
た

人
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

　
11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間

付
を
受
け
て
い
な
い
方
は
対
象
外
で

す
。

　
ま
た
、申
請
書
提
出
後
、次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、速
や
か
に

学
校
教
育
課
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

・
私
立
高
等
学
校
を
休
学
、
転
学
ま

　
た
は
退
学
さ
れ
た
と
き

・
住
所
を
異
動
さ
れ
た
と
き

申
請
・
問
合
せ
先
　
役
場 

学
校
教
育

課
　
内
線
２
０
７
・
２
０
８

　
町
教
育
委
員
会
で
は
、
令
和
３
年

度
に
小
学
校
へ
入
学
す
る
児
童
を
対

象
に
就
学
時
健
康
診
断
と
入
学
説
明

会
を
行
い
ま
す
。

　
対
象
児
童
の
家
庭
に
は
案
内
を
郵

送
し
ま
す
の
で
、実
施
日
の
５
日
前
に

な
っ
て
も
届
い
て
い
な
い
場
合
は
学
校

教
育
課
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

と
き

　
大
治
小
学
校
　
11
月
５
日（
木
）

受
付
時
間
　
午
後
０
時
45
分
〜
１
時

10
分

入
学
説
明
会
　
午
後
１
時
10
分
〜
１

時
30
分

検
査
時
間
　
午
後
１
時
30
分
〜
３
時

私
立
高
等
学
校

授
業
料
補
助
金

１１
月
１１
日
は
介
護
の
日

教
育
委
員
を
紹
介
し
ま
す

み
ん
な
で
減
ら
そ
う
！

無
駄
な
医
療
費

令
和
３
年
度
就
学
時

健
康
診
断
お
よ
び
入
学
説
明
会

土
日
で
も
住
民
票
の
写
し
と

印
鑑
登
録
証
明
書
の

交
付
が
受
け
ら
れ
ま
す

介護マーク

取
り
付
け
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
！

防
犯
対
策
防
犯
カ
メ
ラ
等

補
助
金

で
す
。

相
談
窓
口

◉
児
童

　
児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
１
８
９（
い
ち
は
や
く
）

　
役
場 

子
育
て
支
援
課

　
　
内
線
１
４
１

◉
高
齢
者

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎（
４
４
２
）０
８
５
７

　
役
場 

民
生
課
　
内
線
１
５
８

◉
障
害
者

　
障
害
者
相
談
支
援
事
業
所

　
☎（
４
３
３
）２
３
４
３

　
役
場 

民
生
課
　
内
線
１
６
９

　
Ｄ
Ｖ
・
セ
ク
ハ
ラ
・
ス
ト
ー
カ
ー

行
為
と
い
っ
た
女
性
に
関
す
る
人
権

問
題
に
つ
い
て
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　
強
化
週
間
中
は
、「
女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」の
電
話
回
線
を
通
常

の
相
談
時
間
を
延
長
し
て
土
・
日
曜

も
対
応
し
ま
す
。

　
相
談
内
容
の
秘
密
は
固
く
守
ら
れ

ま
す
の
で
、お
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。

と
き
　
11
月
12
日（
木
）〜
18
日（
水
）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時（
土
日
の

み
午
前
10
時
〜
午
後
５
時
）

※

強
化
週
間
以
外
の
受
付
時
間
は
、

　
平
日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

　
15
分
ま
で

相
談
専
用
電
話

　
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
☎
０
５
７
０（
０
７
０
）８
１
０

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
相
談

　
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
じ
ん
け
ん
相
談

　
＠
名
古
屋
法
務
局

　
詳
し
く
は
名
古
屋
法
務
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

＠snsjinkensoudan
※

こ
ち
ら
か
ら
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ

　
ウ
ン
ト
「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
じ
ん
け
ん
相
談
」

　
を
友
達
登
録
し
て
ご
相
談
く
だ
さ

　
い
。

問
合
せ
先
　
名
古
屋
法
務
局 

人
権
擁

護
部
　
☎（
９
５
２
）８
１
１
１

　
Ｎ
ｅ
ｔ
１
１
９
緊
急
通
報
シ
ス
テ

ム
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
か
ら
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
１
１
９
番

通
報
が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

　
海
部
東
部
消
防
組
合
管
内
を
担
当

す
る
海
部
地
方
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー

で
令
和
２
年
12
月
１
日
か
ら
運
用
開

始
に
あ
た
り
、
登
録
説
明
会
を
開
催

し
ま
す
。

対
象
者
　
聴
覚
ま
た
は
音
声
・
言
語

機
能
等
に
障
が
い
が
あ
り
、音
声
に
よ

る
１
１
９
番
通
報
が
困
難
な
方
で
、

大
治
町
・
あ
ま
市
に
在
住
の
方

※

説
明
会
参
加
の
事
前
申
込
は
不
要

　
で
す
。

※

付
き
添
い
等
で
来
ら
れ
た
際
、
密

　
集
、
密
接
を
避
け
る
た
め
に
入
場

　
制
限
を
か
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※

説
明
会
の
詳
細
は
、
海
部
東
部
消

　
防
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　（http://w
w
w
.am
atobu-119.

　jp

）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
課

　
☎（
４
４
２
）１
６
０
５

　
　（
４
４
２
）3
1
8
0

　
　shoubou@

am
atobu-119.jp

62020（令和2）年11月号7 2020（令和2）年11月号

募

集

お

願

い

相

談

ス
ポ
ー
ツ

催

し

講
座
・
教
室

お
知
ら
せ

募

集

お

願

い

相

談

ス
ポ
ー
ツ

催

し

講
座
・
教
室

お
知
ら
せ



　
習
を
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

※

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡

　
大
状
況
に
よ
り
、中
止
と
さ
せ
て
い

　
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ
先
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
課

　
☎（
４
４
２
）１
６
０
５

　
　http://w

w
w
.am
atobu-

　
　119.jp

と
き
　
11
月
29
日（
日
）午
後
１
時
〜

４
時

と
こ
ろ
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消
防

本
部 

講
堂

対
象
　
大
治
町
・
あ
ま
市
に
在
住
の

方
で
15
歳
以
上
の
方

内
容
　
成
人
に
対
す
る
心
肺
蘇
生

法
、大
出
血
時
の
止
血
法

定
員
　
９
名

参
加
費
　
無
料

受
付
期
間
　
11
月
９
日（
月
）〜
22
日

（
日
）

申
込
場
所
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
署
・
北
分
署
・
南
分
署

申
込
方
法
　
救
命
講
習
受
講
申
請
書

で
受
け
付
け
ま
す
。

※

申
請
書
は
、
消
防
本
部
・
各
消
防

　
署
で
配
布
、
ま
た
は
海
部
東
部
消

　
防
本
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

　
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※

メ
ー
ル
・
電
話
・
フ
ァ
ク
ス
で
の

　
申
し
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

※

団
体
・
グ
ル
ー
プ
等
で
受
講
希
望

　
の
場
合
は
、指
導
員
が
出
向
し
、講

毎日の生活のためになる情報を
たくさんお届けします!

対
象
　
本
町
に
在
住
の
私
立
高
等
学

校
の
全
日
制
課
程
も
し
く
は
定
時
制

課
程
ま
た
は
専
修
学
校
の
高
等
課
程

に
在
籍
す
る
生
徒
の
保
護
者

補
助
金
の
額
　
年
額
１
万
円
以
内

※

３
月
末
に
振
り
込
み
予
定

申
請
に
必
要
な
も
の

❶
私
立
高
等
学
校
授
業
料
補
助
金
交

　
付
申
請
書（
様
式
第
１
）

※

学
校
で
学
校
証
明
欄
の
記
入
お
よ

　
び
証
明
が
必
要
で
す
。ま
た
、
様

　
式
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
取
得
可

　
能
で
す
。

❷
朱
肉
の
使
え
る
印
鑑

❸
保
護
者
名
義
の
預
貯
金
通
帳

❹
所
得
課
税
証
明
書

※

愛
知
県
私
立
高
等
学
校
授
業
料
軽

　
減
制
度
の
適
用
を
受
け
て
い
な
い

　
場
合
に
必
要
で
す
。

提
出
期
限
　
令
和
３
年
１
月
29
日

（
金
）

注
意
　
本
年
度
の
授
業
料
の
納
付
を

全
額
免
除
さ
れ
て
い
る
方
、
所
得
制

限
に
よ
り
国
・
県
の
補
助
金
等
の
交

30
分

※

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

　
策
の
た
め
９
月
号
よ
り
時
間
帯
等

　
を
変
更
し
て
い
ま
す
。ご
注
意
く

　
だ
さ
い
。

対
象
　
平
成
26
年
４
月
２
日
〜
27
年

４
月
１
日
生
ま
れ
の
児
童

問
合
せ
先
　
役
場 

学
校
教
育
課

　
内
線
２
０
８

　
10
月
１
日
付
け
で
、杉
戸 

江
泉 

氏

が
教
育
委
員
に
再
任
さ
れ
ま
し
た
。

任
期
は
４
年
で
す
。

　

　「
介
護
」に
つ
い
て
、
皆
さ
ん
は
考
え

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。高
齢
化
が

進
み
、
親
や
配
偶
者
な
ど
家
族
の
介

護
を
す
る
方
が
増
え
て
い
ま
す
。今
、

介
護
を
し
て
い
な
い
方
も
、
い
つ
か
家

族
の
介
護
を
す
る
立
場
に
な
っ
た
り
、

介
護
を
受
け
る
立
場
に
な
っ
た
り
す

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。介
護
は
誰
に

と
っ
て
も
身
近
な
問
題
な
の
で
す
。11

月
11
日
は「
介
護
の
日
」。そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
で
「
介
護
」
に
つ
い
て
考
え
て
み

ま
せ
ん
か
。

※

こ
の
マ
ー
ク
は
、
静
岡
県
が
考
案
し

　
た
も
の
で
、
厚
生
労
働
省
が
周
知

　
を
図
っ
て
い
ま
す
。外
出
先
で
こ
の

　
マ
ー
ク
を
見
か
け
た
ら
温
か
く
見

　
守
っ
て
く
だ
さ
い
。ま
た
、「
介
護

　
マ
ー
ク
」
を
役
場
民
生
課
お
よ
び

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
配
布

　
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ
先
　
役
場 

民
生
課

　
内
線
１
１
５
・
１
５
８

　
年
々
増
加
傾
向
に
あ
り
、
今
後
も

増
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
医
療
費
。

　
こ
の
医
療
費
は
、皆
さ
ん
が
納
め
る

保
険
税
で
賄
わ
れ
て
い
る
た
め
、医
療

費
が
増
え
続
け
る
と
、
保
険
税
の
負

担
増
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
大
切
な
医
療
費
を
無
駄
遣
い
し
な

い
よ
う
に
次
の
点
に
注
意
し
て
、適
切

な
受
診
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

・
日
頃
か
ら
健
康
づ
く
り
を
心
掛
け

　
ま
し
ょ
う
。

・
定
期
的
に
健
康
診
断
を
受
け
て
、

　
早
期
発
見･

早
期
治
療
を
心
掛
け

　
ま
し
ょ
う
。 

・
気
軽
に
相
談
に
乗
っ
て
く
れ
る
か

　
か
り
つ
け
医
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。 

・
重
複
受
診
や
は
し
ご
受
診
は
や
め

　
ま
し
ょ
う
。

・
薬
は
適
切
な
用
量
、
用
法
で
服
用

　
し
ま
し
ょ
う
。 

・
な
る
べ
く
診
療
時
間
内
に
受
診
す

　
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ
先
　
役
場 

保
険
医
療
課

　
内
線
１
７
０

　
犯
罪
抑
止
に
有
効
な
防
犯
カ
メ
ラ

の
設
置
促
進
を
図
る
た
め
、
積
極
的

に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

対
象
　
県
が
定
め
る
「
防
犯
カ
メ
ラ

の
設
置
及
び
運
用
に
関
す
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」の
ほ
か
町
が
要
綱
に
定
め
る

条
件
、
遵
守
事
項
等
を
遵
守
で
き
る

❶
❷
の
方

❶
総
代
お
よ
び
地
区
総
代
の
方

　
当
該
自
治
組
織
の
承
認
を
受
け
て
、

　
管
轄
す
る
公
共
的
な
施
設
に
設
置

　
す
る
場
合

❷
町
内
に
所
在
す
る
物
件
の
う
ち
、

　
次
の
項
目
に
該
当
す
る
方

・
戸
数
４
戸
以
上
の
分
譲
マ
ン
シ
ョ

　
ン
の
管
理
組
合

・
戸
数
４
戸
以
上
の
賃
貸
共
同
住
宅

　（
社
宅
、寮
等
を
除
く
）の
所
有
者

・
自
動
車
４
台
以
上
を
駐
車
可
能
な

　
貸
し
駐
車
場
の
所
有
者

※

補
助
金
の
交
付
申
請
は
、
補
助
対

　
象
者
に
つ
き
同
一
年
度
内
に
１
回

　
限
り
、
ま
た
同
一
敷
地
内
へ
の
補
助

　
は
１
回
限
り
と
し
ま
す
。

受
付
期
間
　
令
和
３
年
２
月
末
日
ま

で補
助
金
額
　
防
犯
カ
メ
ラ
等
購
入
設

◉
被
害
相
談

　
警
察
で
は
各
種
相
談
窓
口
を
開
設

し
、
犯
罪
被
害
者
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま

な
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。（
左
表
参

照
）

◉
犯
罪
被
害
給
付
制
度

　
故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
家
族

を
亡
く
さ
れ
た
ご
遺
族
、
重
傷
病
を

負
っ
た
り
後
遺
障
害
が
残
っ
た
り
し

置
金
額
の
２
分
の
１
以
内
で
、
５
万

円
を
限
度
額
と
し
ま
す
。（
１
０
０
０

円
未
満
切
り
捨
て
）

※

維
持
管
理
費
用
、
地
代
・
占
用
料

　
等
は
除
く

申
請
方
法
等
　
防
犯
カ
メ
ラ
等
を
設

置
し
よ
う
と
す
る
方
は
、
必
ず
、
事
前

に
役
場
防
災
危
機
管
理
課
へ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。（
取
り
付
け
後
の
受
け
付

け
は
い
た
し
ま
せ
ん
。）

申
込
・
問
合
せ
先
　
役
場 

防
災
危
機

管
理
課
　
内
線
１
５
１
・
１
５
２

　
11
月
25
日
か
ら
12
月
１
日
は
犯
罪

被
害
者
週
間
で
す
。

　
犯
罪
被
害
者
は
、
被
害
後
に
生
じ

る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題（
身
体
不
調
、
経

済
的
困
窮
な
ど
）に
苦
し
め
ら
れ
て
い

ま
す
。犯
罪
防
止
や
犯
罪
被
害
者
の

方
の
た
め
に
何
が
で
き
る
か
を
考
え

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
役
場
の
閉
庁
日
で
も
公
民
館
が
開

館
し
て
い
る
と
き
は
、
住
民
票
の
写
し

お
よ
び
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

と
き
　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

と
こ
ろ
　
公
民
館 

２
階 
事
務
室

請
求
の
際
に
必
要
な
も
の

◉
住
民
票
の
写
し

・
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類

※

代
理
人
の
方
が
請
求
を
す
る
場
合

　
は
、
委
任
状
ま
た
は
代
理
人
選
任

　
届

◉
印
鑑
登
録
証
明
書

・
印
鑑
登
録
証（
手
帳
）

・
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類

注
意

・
役
場
の
閉
庁
日
と
公
民
館
の
閉
館

　
日
が
重
な
っ
た
と
き
は
、
交
付
が
で

　
き
ま
せ
ん
。

・
本
人
確
認
書
類
に
つ
い
て
は
事
前

　
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

・
公
民
館
で
は
、
転
出
・
死
亡
し
た

　
方
の
住
民
票
（
除
票
）の
写
し
の
交

　
付
お
よ
び
住
民
異
動
や
印
鑑
登
録

　
な
ど
の
手
続
き
は
で
き
ま
せ
ん
。

問
合
せ
先
　
役
場 

住
民
課

　
内
線
１
７
４

た
被
害
者
の
方
に
対
し
て
、何
ら
か
の

公
的
救
済
や
加
害
者
側
か
ら
の
損
害

賠
償
を
十
分
に
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
に
、
国
が
給
付
金
を
支
給

す
る
制
度
で
す
。詳
し
く
は
、
警
察
署

ま
た
は
警
察
本
部
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
津
島
警
察
署
警
務
課

　
☎
０
５
６
７（
２
４
）０
１
１
０

　
住
宅
用
地
球
温
暖
化
対
策
設
備
を

設
置
さ
れ
る
方
に
対
し
、
費
用
の
一
部

を
補
助
し
ま
す
。

補
助
対
象
者

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
で
、

申
請
年
度
内
に
設
備
の
運
用
を
開
始

で
き
る（
要
綱
に
定
め
る
期
限
ま
で
に

実
績
報
告
書
を
提
出
で
き
る
こ
と
）

方
を
補
助
対
象
と
し
ま
す
。

❶
自
ら
居
住
し
、
ま
た
は
居
住
を
予

　
令
和
３
年
の
裁
判
員
候
補
者
名
簿

に
登
録
さ
れ
た
方
に
は
、
本
年
11
月

中
旬
に
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
の

通
知（
名
簿
記
載
通
知
）を
お
送
り
し

ま
す
。（
令
和
３
年
１
月
１
日
時
点
で

20
歳
以
上
の
方
に
限
ら
れ
ま
す
。）
こ

の
通
知
は
、
来
年
２
月
ご
ろ
か
ら
の

約
１
年
間
に
裁
判
所
に
お
越
し
い
た

だ
き
、
裁
判
員
に
選
ば
れ
る
可
能
性

が
あ
る
こ
と
を
事
前
に
お
伝
え
し
、あ

ら
か
じ
め
心
積
も
り
を
し
て
い
た
だ

く
た
め
の
も
の
で
す
。

　
な
お
、
こ
の
段
階
で
は
、
ま
だ
具
体

的
な
事
件
の
裁
判
員
候
補
者
に
選
ば

れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
す

ぐ
に
裁
判
所
に
お
越
し
い
た
だ
く
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。（
実
際
に
裁
判
所

に
お
越
し
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た

場
合
に
は
、
別
途
お
知
ら
せ
し
ま

す
。）

問
合
せ
先
　
名
古
屋
地
方
裁
判
所
刑

事
部
裁
判
員
係

　
☎（
２
０
３
）８
９
１
６

　
地
域
で
子
育
て
を
支
え
合
う
お
手

伝
い
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
。子
ど
も
の

送
迎
や
一
時
預
か
り
を
行
う
有
償
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
（
１
時
間
７
０
０
円
〜
）

を
募
集
し
ま
す
。

対
象
　
町
内
、あ
ま
市
内
在
住
、満
20

歳
以
上
で
、
育
児
経
験
あ
る
い
は
保

育
士
資
格
等
を
有
す
る
方

※

養
成
講
座
の
受
講
が
必
要

養
成
講
座
（
全
日
程
受
講
が
難
し
い

場
合
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
）

と
き
　
11
月
27
日（
金
）・
30
日（
月
）

〜
12
月
３
日（
木
）午
前
９
時
30
分
〜

午
後
３
時
15
分

と
こ
ろ
　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

定
員
　
６
名

※

無
料
託
児
あ
り
（
生
後
４
カ
月
か

　
ら
未
就
学
児
。11
月
19
日
（
木
）
ま

　
で
に
要
予
約
）

申
込
方
法
　
11
月
20
日（
金
）ま
で
に

電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
あ
ま
市
・
大
治
町
広
域

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

事
務
局
　

　
☎（
４
６
２
）０
１
５
０

　
自
衛
官
等
募
集
が
行
わ
れ
ま
す
。

ご
希
望
の
方
は
、
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

募
集
項
目

❶
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

　（
推
薦
）

❷
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

　（
一
般
）

❸
自
衛
官
候
補
生

資
格

❶
中
卒（
見
込
含
む
）令
和
３
年
４
月

　
１
日
現
在
、
15
歳
以
上
17
歳
未
満

　
の
男
子
、
成
績
優
秀
か
つ
生
徒
会

　
活
動
等
に
顕
著
な
実
績
を
修
め
、

　
学
校
長
が
推
薦
で
き
る
者

❷
中
卒（
見
込
含
む
）令
和
３
年
４
月

　
１
日
現
在
、
15
歳
以
上
17
歳
未
満

　
の
男
子

❸
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
男
女

受
付
期
間

❶
11
月
１
日（
日
）〜
30
日（
月
）

❷
11
月
１
日（
日
）〜
令
和
3
年
１
月

　
６
日（
水
）

❸
年
間
を
通
じ
て
受
け
付
け

業
し
て
５
年
以
内
の
方

定
員
　
10
名（
先
着
順
）

申
込
方
法
　
11
月
６
日
（
金
）ま
で
に

弥
富
市
商
工
会
へ
事
前
申
し
込
み
が

必
要
で
す
。

受
講
料
　
無
料

問
合
せ
先
　
弥
富
市
商
工
会

　
☎
０
５
６
７（
６
５
）３
１
０
０

　
弥
富
市
役
所
商
工
観
光
課

　
☎
０
５
６
７（
６
５
）１
１
１
１

　
物
流
機
械
運
転
科
受
講
生
を
募
集

し
ま
す
。

訓
練
期
間
　
令
和
３
年
１
月
８
日

（
金
）〜
６
月
25
日（
金
）（
６
カ
月
）

募
集
科
　
物
流
機
械
運
転
科

選
考
　
筆
記
試
験
、面
接（
12
月
10
日

（
木
））

対
象
　
公
共
職
業
安
定
所
で
求
職
登

録
を
し
て
お
り
、
訓
練
受
講
が
必
要

と
認
め
ら
れ
、
自
動
車
運
転
免
許（
普

通
自
動
車
以
上
）を
取
得
し
て
い
る
方

定
員
　
20
人

受
講
料
　
無
料（
教
科
書
、作
業
服
代

等
は
自
己
負
担
）

申
込
方
法
　
11
月
30
日（
月
）ま
で
に
、

申
込
・
問
合
せ
先
　
自
衛
隊
愛
知
地

方
協
力
本
部 

一
宮
地
域
事
務
所

　
☎
０
５
８
６（
７
３
）７
５
２
２

　
弥
富
市
・
蟹
江
町
・
飛
島
村
・
大

治
町
各
商
工
会
が
主
催
し
、
４
市
町

村
の
後
援
で
創
業
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催

し
ま
す
。本
セ
ミ
ナ
ー
は
「
創
業
支
援

等
事
業
計
画
」に
基
づ
き
、
創
業
に
必

要
な
経
営
の
基
本
を
専
門
家
に
よ

り
、
分
か
り
や
す
く
学
べ
る
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
と
な
り
ま
す
。

と
き
　
11
月
14
・
21
日（
土
）、
両
日

と
も
午
後
１
時
〜
５
時

※

２
日
間
と
も
参
加
で
き
る
方
を
対

　
象
と
し
ま
す
。別
の
日
を
ご
希
望
の

　
方
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

と
こ
ろ
　
蟹
江
町
産
業
文
化
会
館
　

２
階
　

内
容
　

❶
創
業
計
画
・
事
業
計
画
の
作
成

❷
資
金
調
達
、
資
金
繰
り
計
画
の
作

　
成

❸
従
業
員
雇
用
ル
ー
ル

❹
販
売
戦
略
の
立
て
方
な
ど

対
象
　
創
業
を
予
定
し
て
い
る
方
、

創
業
・
経
営
に
興
味
の
あ
る
方
、
創

　
定
す
る
町
内
の
住
宅
に
新
た
に
補

　
助
対
象
設
備
を
設
置
す
る
方
（
既

　
に
設
置
さ
れ
て
い
る
方
、設
置
工
事

　
を
開
始
し
て
い
る
方
は
対
象
外
）

❷
町
内
に
お
い
て
自
ら
居
住
す
る
た

　
め
に
補
助
対
象
設
備
付
き
新
築
住

　
宅
を
購
入
す
る
方

※

各
補
助
対
象
設
備
に
対
す
る
補
助

　
金
の
交
付
は
、１
世
帯
に
つ
き
１
回

　
限
り
と
し
ま
す
。

そ
の
他
　
申
請
書
様
式
は
産
業
環
境

課
窓
口
で
配
布
、
ま
た
は
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

申
込
・
問
合
せ
先
　
役
場 

産
業
環
境

課
　
内
線
１
２
４

入
所
願
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

居
住
地
を
管
轄
す
る
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
他
　
説
明
会
を
ポ
リ
テ
ク
セ
ン

タ
ー
名
古
屋
港
で
11
月
11
・
18
日

（
水
）
の
午
前
９
時
30
分
か
ら
実
施

（
予
約
不
要
）

問
合
せ
先
　
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
名

古
屋
港
　
☎（
３
８
１
）２
７
７
５

　
　http://w

w
w
3.jeed.or.jp/

　
　nagoyakouw

an/poly/

◉
ペ
ッ
ト
の
ふ
ん
は
飼
い
主
が
責
任

　
を
も
っ
て
片
付
け
て
く
だ
さ
い

　
家
の
前
や
歩
道
な
ど
ペ
ッ
ト
の
ふ

ん
が
放
置
さ
れ
、
悪
臭
、
汚
れ
で
困
っ

て
い
る
と
の
苦
情
が
多
く
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
ふ
ん
な
ど
を
適
正
に
処
理
し
、
他

人
に
迷
惑
を
掛
け
な
い
よ
う
に
努
め

る
こ
と
は
飼
い
主
の
責
任
で
す
。持
ち

帰
っ
て
適
切
に
処
理
し
ま
し
ょ
う
。

◉
野
良
猫
を
世
話
し
て
い
る
方
は
餌

　
を
あ
げ
る
だ
け
で
な
く
、
責
任
を

　
も
っ
て
管
理
し
て
く
だ
さ
い

　
猫
に
餌
を
与
え
て
い
る
だ
け
で
は

な
く
、
ふ
ん
尿
を
始
末
し
て
い
ま
す

か
。あ
な
た
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
近

所
に
迷
惑
を
か
け
て
い
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。餌
の
後
片
付
け
・
ふ
ん
の
始

末
を
し
っ
か
り
と
行
い
、
人
と
猫
が
共

生
で
き
る
町
づ
く
り
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
先
　
役
場 

産
業
環
境
課

　
内
線
１
２
４

　
虐
待
と
は
「
身
体
的
虐
待
」「
性
的

虐
待
」「
心
理
的
虐
待
」「
放
棄
・
放
任

（
ネ
グ
レ
ク
ト
）」な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　
虐
待
か
も
と
思
っ
た
ら
、す
ぐ
に
お

電
話
を
く
だ
さ
い
。通
報
は
匿
名
で

行
う
こ
と
も
可
能
で
す
。通
報
し
た

人
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

　
11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間

付
を
受
け
て
い
な
い
方
は
対
象
外
で

す
。

　
ま
た
、申
請
書
提
出
後
、次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、速
や
か
に

学
校
教
育
課
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

・
私
立
高
等
学
校
を
休
学
、
転
学
ま

　
た
は
退
学
さ
れ
た
と
き

・
住
所
を
異
動
さ
れ
た
と
き

申
請
・
問
合
せ
先
　
役
場 

学
校
教
育

課
　
内
線
２
０
７
・
２
０
８

　
町
教
育
委
員
会
で
は
、
令
和
３
年

度
に
小
学
校
へ
入
学
す
る
児
童
を
対

象
に
就
学
時
健
康
診
断
と
入
学
説
明

会
を
行
い
ま
す
。

　
対
象
児
童
の
家
庭
に
は
案
内
を
郵

送
し
ま
す
の
で
、実
施
日
の
５
日
前
に

な
っ
て
も
届
い
て
い
な
い
場
合
は
学
校

教
育
課
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

と
き

　
大
治
小
学
校
　
11
月
５
日（
木
）

受
付
時
間
　
午
後
０
時
45
分
〜
１
時

10
分

入
学
説
明
会
　
午
後
１
時
10
分
〜
１

時
30
分

検
査
時
間
　
午
後
１
時
30
分
〜
３
時

私
立
高
等
学
校

授
業
料
補
助
金

１１
月
１１
日
は
介
護
の
日

教
育
委
員
を
紹
介
し
ま
す

み
ん
な
で
減
ら
そ
う
！

無
駄
な
医
療
費

令
和
３
年
度
就
学
時

健
康
診
断
お
よ
び
入
学
説
明
会

土
日
で
も
住
民
票
の
写
し
と

印
鑑
登
録
証
明
書
の

交
付
が
受
け
ら
れ
ま
す

介護マーク

取
り
付
け
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
！

防
犯
対
策
防
犯
カ
メ
ラ
等

補
助
金

で
す
。

相
談
窓
口

◉
児
童

　
児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
１
８
９（
い
ち
は
や
く
）

　
役
場 

子
育
て
支
援
課

　
　
内
線
１
４
１

◉
高
齢
者

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎（
４
４
２
）０
８
５
７

　
役
場 

民
生
課
　
内
線
１
５
８

◉
障
害
者

　
障
害
者
相
談
支
援
事
業
所

　
☎（
４
３
３
）２
３
４
３

　
役
場 

民
生
課
　
内
線
１
６
９

　
Ｄ
Ｖ
・
セ
ク
ハ
ラ
・
ス
ト
ー
カ
ー

行
為
と
い
っ
た
女
性
に
関
す
る
人
権

問
題
に
つ
い
て
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　
強
化
週
間
中
は
、「
女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」の
電
話
回
線
を
通
常

の
相
談
時
間
を
延
長
し
て
土
・
日
曜

も
対
応
し
ま
す
。

　
相
談
内
容
の
秘
密
は
固
く
守
ら
れ

ま
す
の
で
、お
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。

と
き
　
11
月
12
日（
木
）〜
18
日（
水
）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時（
土
日
の

み
午
前
10
時
〜
午
後
５
時
）

※

強
化
週
間
以
外
の
受
付
時
間
は
、

　
平
日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

　
15
分
ま
で

相
談
専
用
電
話

　
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
☎
０
５
７
０（
０
７
０
）８
１
０

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
相
談

　
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
じ
ん
け
ん
相
談

　
＠
名
古
屋
法
務
局

　
詳
し
く
は
名
古
屋
法
務
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

＠snsjinkensoudan
※

こ
ち
ら
か
ら
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ

　
ウ
ン
ト
「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
じ
ん
け
ん
相
談
」

　
を
友
達
登
録
し
て
ご
相
談
く
だ
さ

　
い
。

問
合
せ
先
　
名
古
屋
法
務
局 

人
権
擁

護
部
　
☎（
９
５
２
）８
１
１
１

　
Ｎ
ｅ
ｔ
１
１
９
緊
急
通
報
シ
ス
テ

ム
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
か
ら
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
１
１
９
番

通
報
が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

　
海
部
東
部
消
防
組
合
管
内
を
担
当

す
る
海
部
地
方
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー

で
令
和
２
年
12
月
１
日
か
ら
運
用
開

始
に
あ
た
り
、
登
録
説
明
会
を
開
催

し
ま
す
。

対
象
者
　
聴
覚
ま
た
は
音
声
・
言
語

機
能
等
に
障
が
い
が
あ
り
、音
声
に
よ

る
１
１
９
番
通
報
が
困
難
な
方
で
、

大
治
町
・
あ
ま
市
に
在
住
の
方

※

説
明
会
参
加
の
事
前
申
込
は
不
要

　
で
す
。

※

付
き
添
い
等
で
来
ら
れ
た
際
、
密

　
集
、
密
接
を
避
け
る
た
め
に
入
場

　
制
限
を
か
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※

説
明
会
の
詳
細
は
、
海
部
東
部
消

　
防
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　（http://w
w
w
.am
atobu-119.

　jp

）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
課

　
☎（
４
４
２
）１
６
０
５

　
　（
４
４
２
）3
1
8
0

　
　shoubou@

am
atobu-119.jp

62020（令和2）年11月号7 2020（令和2）年11月号

募

集

お

願

い

相

談

ス
ポ
ー
ツ

催

し

講
座
・
教
室

お
知
ら
せ

募

集

お

願

い

相

談

ス
ポ
ー
ツ

催

し

講
座
・
教
室

お
知
ら
せ



　
習
を
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

※

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡

　
大
状
況
に
よ
り
、中
止
と
さ
せ
て
い

　
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ
先
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
課

　
☎（
４
４
２
）１
６
０
５

　
　http://w

w
w
.am
atobu-

　
　119.jp

と
き
　
11
月
29
日（
日
）午
後
１
時
〜

４
時

と
こ
ろ
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消
防

本
部 

講
堂

対
象
　
大
治
町
・
あ
ま
市
に
在
住
の

方
で
15
歳
以
上
の
方

内
容
　
成
人
に
対
す
る
心
肺
蘇
生

法
、大
出
血
時
の
止
血
法

定
員
　
９
名

参
加
費
　
無
料

受
付
期
間
　
11
月
９
日（
月
）〜
22
日

（
日
）

申
込
場
所
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
署
・
北
分
署
・
南
分
署

申
込
方
法
　
救
命
講
習
受
講
申
請
書

で
受
け
付
け
ま
す
。

※

申
請
書
は
、
消
防
本
部
・
各
消
防

　
署
で
配
布
、
ま
た
は
海
部
東
部
消

　
防
本
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

　
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※

メ
ー
ル
・
電
話
・
フ
ァ
ク
ス
で
の

　
申
し
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

※

団
体
・
グ
ル
ー
プ
等
で
受
講
希
望

　
の
場
合
は
、指
導
員
が
出
向
し
、講

対
象
　
本
町
に
在
住
の
私
立
高
等
学

校
の
全
日
制
課
程
も
し
く
は
定
時
制

課
程
ま
た
は
専
修
学
校
の
高
等
課
程

に
在
籍
す
る
生
徒
の
保
護
者

補
助
金
の
額
　
年
額
１
万
円
以
内

※

３
月
末
に
振
り
込
み
予
定

申
請
に
必
要
な
も
の

❶
私
立
高
等
学
校
授
業
料
補
助
金
交

　
付
申
請
書（
様
式
第
１
）

※

学
校
で
学
校
証
明
欄
の
記
入
お
よ

　
び
証
明
が
必
要
で
す
。ま
た
、
様

　
式
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
取
得
可

　
能
で
す
。

❷
朱
肉
の
使
え
る
印
鑑

❸
保
護
者
名
義
の
預
貯
金
通
帳

❹
所
得
課
税
証
明
書

※

愛
知
県
私
立
高
等
学
校
授
業
料
軽

　
減
制
度
の
適
用
を
受
け
て
い
な
い

　
場
合
に
必
要
で
す
。

提
出
期
限
　
令
和
３
年
１
月
29
日

（
金
）

注
意
　
本
年
度
の
授
業
料
の
納
付
を

全
額
免
除
さ
れ
て
い
る
方
、
所
得
制

限
に
よ
り
国
・
県
の
補
助
金
等
の
交

30
分

※

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

　
策
の
た
め
９
月
号
よ
り
時
間
帯
等

　
を
変
更
し
て
い
ま
す
。ご
注
意
く

　
だ
さ
い
。

対
象
　
平
成
26
年
４
月
２
日
〜
27
年

４
月
１
日
生
ま
れ
の
児
童

問
合
せ
先
　
役
場 

学
校
教
育
課

　
内
線
２
０
８

　
10
月
１
日
付
け
で
、杉
戸 

江
泉 

氏

が
教
育
委
員
に
再
任
さ
れ
ま
し
た
。

任
期
は
４
年
で
す
。

　

　「
介
護
」に
つ
い
て
、
皆
さ
ん
は
考
え

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。高
齢
化
が

進
み
、
親
や
配
偶
者
な
ど
家
族
の
介

護
を
す
る
方
が
増
え
て
い
ま
す
。今
、

介
護
を
し
て
い
な
い
方
も
、
い
つ
か
家

族
の
介
護
を
す
る
立
場
に
な
っ
た
り
、

介
護
を
受
け
る
立
場
に
な
っ
た
り
す

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。介
護
は
誰
に

と
っ
て
も
身
近
な
問
題
な
の
で
す
。11

月
11
日
は「
介
護
の
日
」。そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
で
「
介
護
」
に
つ
い
て
考
え
て
み

ま
せ
ん
か
。

※

こ
の
マ
ー
ク
は
、
静
岡
県
が
考
案
し

　
た
も
の
で
、
厚
生
労
働
省
が
周
知

　
を
図
っ
て
い
ま
す
。外
出
先
で
こ
の

　
マ
ー
ク
を
見
か
け
た
ら
温
か
く
見

　
守
っ
て
く
だ
さ
い
。ま
た
、「
介
護

　
マ
ー
ク
」
を
役
場
民
生
課
お
よ
び

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
配
布

　
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ
先
　
役
場 

民
生
課

　
内
線
１
１
５
・
１
５
８

　
年
々
増
加
傾
向
に
あ
り
、
今
後
も

増
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
医
療
費
。

　
こ
の
医
療
費
は
、皆
さ
ん
が
納
め
る

保
険
税
で
賄
わ
れ
て
い
る
た
め
、医
療

費
が
増
え
続
け
る
と
、
保
険
税
の
負

担
増
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
大
切
な
医
療
費
を
無
駄
遣
い
し
な

い
よ
う
に
次
の
点
に
注
意
し
て
、適
切

な
受
診
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

・
日
頃
か
ら
健
康
づ
く
り
を
心
掛
け

　
ま
し
ょ
う
。

・
定
期
的
に
健
康
診
断
を
受
け
て
、

　
早
期
発
見･

早
期
治
療
を
心
掛
け

　
ま
し
ょ
う
。 

・
気
軽
に
相
談
に
乗
っ
て
く
れ
る
か

　
か
り
つ
け
医
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。 

・
重
複
受
診
や
は
し
ご
受
診
は
や
め

　
ま
し
ょ
う
。

・
薬
は
適
切
な
用
量
、
用
法
で
服
用

　
し
ま
し
ょ
う
。 

・
な
る
べ
く
診
療
時
間
内
に
受
診
す

　
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ
先
　
役
場 

保
険
医
療
課

　
内
線
１
７
０

　
犯
罪
抑
止
に
有
効
な
防
犯
カ
メ
ラ

の
設
置
促
進
を
図
る
た
め
、
積
極
的

に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

対
象
　
県
が
定
め
る
「
防
犯
カ
メ
ラ

の
設
置
及
び
運
用
に
関
す
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」の
ほ
か
町
が
要
綱
に
定
め
る

条
件
、
遵
守
事
項
等
を
遵
守
で
き
る

❶
❷
の
方

❶
総
代
お
よ
び
地
区
総
代
の
方

　
当
該
自
治
組
織
の
承
認
を
受
け
て
、

　
管
轄
す
る
公
共
的
な
施
設
に
設
置

　
す
る
場
合

❷
町
内
に
所
在
す
る
物
件
の
う
ち
、

　
次
の
項
目
に
該
当
す
る
方

・
戸
数
４
戸
以
上
の
分
譲
マ
ン
シ
ョ

　
ン
の
管
理
組
合

・
戸
数
４
戸
以
上
の
賃
貸
共
同
住
宅

　（
社
宅
、寮
等
を
除
く
）の
所
有
者

・
自
動
車
４
台
以
上
を
駐
車
可
能
な

　
貸
し
駐
車
場
の
所
有
者

※

補
助
金
の
交
付
申
請
は
、
補
助
対

　
象
者
に
つ
き
同
一
年
度
内
に
１
回

　
限
り
、
ま
た
同
一
敷
地
内
へ
の
補
助

　
は
１
回
限
り
と
し
ま
す
。

受
付
期
間
　
令
和
３
年
２
月
末
日
ま

で補
助
金
額
　
防
犯
カ
メ
ラ
等
購
入
設

◉
被
害
相
談

　
警
察
で
は
各
種
相
談
窓
口
を
開
設

し
、
犯
罪
被
害
者
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま

な
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。（
左
表
参

照
）

◉
犯
罪
被
害
給
付
制
度

　
故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
家
族

を
亡
く
さ
れ
た
ご
遺
族
、
重
傷
病
を

負
っ
た
り
後
遺
障
害
が
残
っ
た
り
し

置
金
額
の
２
分
の
１
以
内
で
、
５
万

円
を
限
度
額
と
し
ま
す
。（
１
０
０
０

円
未
満
切
り
捨
て
）

※

維
持
管
理
費
用
、
地
代
・
占
用
料

　
等
は
除
く

申
請
方
法
等
　
防
犯
カ
メ
ラ
等
を
設

置
し
よ
う
と
す
る
方
は
、
必
ず
、
事
前

に
役
場
防
災
危
機
管
理
課
へ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。（
取
り
付
け
後
の
受
け
付

け
は
い
た
し
ま
せ
ん
。）

申
込
・
問
合
せ
先
　
役
場 

防
災
危
機

管
理
課
　
内
線
１
５
１
・
１
５
２

　
11
月
25
日
か
ら
12
月
１
日
は
犯
罪

被
害
者
週
間
で
す
。

　
犯
罪
被
害
者
は
、
被
害
後
に
生
じ

る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題（
身
体
不
調
、
経

済
的
困
窮
な
ど
）に
苦
し
め
ら
れ
て
い

ま
す
。犯
罪
防
止
や
犯
罪
被
害
者
の

方
の
た
め
に
何
が
で
き
る
か
を
考
え

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
役
場
の
閉
庁
日
で
も
公
民
館
が
開

館
し
て
い
る
と
き
は
、
住
民
票
の
写
し

お
よ
び
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

と
き
　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

と
こ
ろ
　
公
民
館 

２
階 

事
務
室

請
求
の
際
に
必
要
な
も
の

◉
住
民
票
の
写
し

・
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類

※

代
理
人
の
方
が
請
求
を
す
る
場
合

　
は
、
委
任
状
ま
た
は
代
理
人
選
任

　
届

◉
印
鑑
登
録
証
明
書

・
印
鑑
登
録
証（
手
帳
）

・
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類

注
意

・
役
場
の
閉
庁
日
と
公
民
館
の
閉
館

　
日
が
重
な
っ
た
と
き
は
、
交
付
が
で

　
き
ま
せ
ん
。

・
本
人
確
認
書
類
に
つ
い
て
は
事
前

　
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

・
公
民
館
で
は
、
転
出
・
死
亡
し
た

　
方
の
住
民
票
（
除
票
）の
写
し
の
交

　
付
お
よ
び
住
民
異
動
や
印
鑑
登
録

　
な
ど
の
手
続
き
は
で
き
ま
せ
ん
。

問
合
せ
先
　
役
場 

住
民
課

　
内
線
１
７
４

た
被
害
者
の
方
に
対
し
て
、何
ら
か
の

公
的
救
済
や
加
害
者
側
か
ら
の
損
害

賠
償
を
十
分
に
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
に
、
国
が
給
付
金
を
支
給

す
る
制
度
で
す
。詳
し
く
は
、
警
察
署

ま
た
は
警
察
本
部
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
津
島
警
察
署
警
務
課

　
☎
０
５
６
７（
２
４
）０
１
１
０

　
住
宅
用
地
球
温
暖
化
対
策
設
備
を

設
置
さ
れ
る
方
に
対
し
、
費
用
の
一
部

を
補
助
し
ま
す
。

補
助
対
象
者

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
で
、

申
請
年
度
内
に
設
備
の
運
用
を
開
始

で
き
る（
要
綱
に
定
め
る
期
限
ま
で
に

実
績
報
告
書
を
提
出
で
き
る
こ
と
）

方
を
補
助
対
象
と
し
ま
す
。

❶
自
ら
居
住
し
、
ま
た
は
居
住
を
予

　
令
和
３
年
の
裁
判
員
候
補
者
名
簿

に
登
録
さ
れ
た
方
に
は
、
本
年
11
月

中
旬
に
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
の

通
知（
名
簿
記
載
通
知
）を
お
送
り
し

ま
す
。（
令
和
３
年
１
月
１
日
時
点
で

20
歳
以
上
の
方
に
限
ら
れ
ま
す
。）
こ

の
通
知
は
、
来
年
２
月
ご
ろ
か
ら
の

約
１
年
間
に
裁
判
所
に
お
越
し
い
た

だ
き
、
裁
判
員
に
選
ば
れ
る
可
能
性

が
あ
る
こ
と
を
事
前
に
お
伝
え
し
、あ

ら
か
じ
め
心
積
も
り
を
し
て
い
た
だ

く
た
め
の
も
の
で
す
。

　
な
お
、
こ
の
段
階
で
は
、
ま
だ
具
体

的
な
事
件
の
裁
判
員
候
補
者
に
選
ば

れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
す

ぐ
に
裁
判
所
に
お
越
し
い
た
だ
く
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。（
実
際
に
裁
判
所

に
お
越
し
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た

場
合
に
は
、
別
途
お
知
ら
せ
し
ま

す
。）

問
合
せ
先
　
名
古
屋
地
方
裁
判
所
刑

事
部
裁
判
員
係

　
☎（
２
０
３
）８
９
１
６

　
地
域
で
子
育
て
を
支
え
合
う
お
手

伝
い
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
。子
ど
も
の

送
迎
や
一
時
預
か
り
を
行
う
有
償
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
（
１
時
間
７
０
０
円
〜
）

を
募
集
し
ま
す
。

対
象
　
町
内
、あ
ま
市
内
在
住
、満
20

歳
以
上
で
、
育
児
経
験
あ
る
い
は
保

育
士
資
格
等
を
有
す
る
方

※

養
成
講
座
の
受
講
が
必
要

養
成
講
座
（
全
日
程
受
講
が
難
し
い

場
合
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
）

と
き
　
11
月
27
日（
金
）・
30
日（
月
）

〜
12
月
３
日（
木
）午
前
９
時
30
分
〜

午
後
３
時
15
分

と
こ
ろ
　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

定
員
　
６
名

※

無
料
託
児
あ
り
（
生
後
４
カ
月
か

　
ら
未
就
学
児
。11
月
19
日
（
木
）
ま

　
で
に
要
予
約
）

申
込
方
法
　
11
月
20
日（
金
）ま
で
に

電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
あ
ま
市
・
大
治
町
広
域

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

事
務
局
　

　
☎（
４
６
２
）０
１
５
０

　
自
衛
官
等
募
集
が
行
わ
れ
ま
す
。

ご
希
望
の
方
は
、
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

募
集
項
目

❶
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

　（
推
薦
）

❷
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

　（
一
般
）

❸
自
衛
官
候
補
生

資
格

❶
中
卒（
見
込
含
む
）令
和
３
年
４
月

　
１
日
現
在
、
15
歳
以
上
17
歳
未
満

　
の
男
子
、
成
績
優
秀
か
つ
生
徒
会

　
活
動
等
に
顕
著
な
実
績
を
修
め
、

　
学
校
長
が
推
薦
で
き
る
者

❷
中
卒（
見
込
含
む
）令
和
３
年
４
月

　
１
日
現
在
、
15
歳
以
上
17
歳
未
満

　
の
男
子

❸
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
男
女

受
付
期
間

❶
11
月
１
日（
日
）〜
30
日（
月
）

❷
11
月
１
日（
日
）〜
令
和
3
年
１
月

　
６
日（
水
）

❸
年
間
を
通
じ
て
受
け
付
け

業
し
て
５
年
以
内
の
方

定
員
　
10
名（
先
着
順
）

申
込
方
法
　
11
月
６
日
（
金
）ま
で
に

弥
富
市
商
工
会
へ
事
前
申
し
込
み
が

必
要
で
す
。

受
講
料
　
無
料

問
合
せ
先
　
弥
富
市
商
工
会

　
☎
０
５
６
７（
６
５
）３
１
０
０

　
弥
富
市
役
所
商
工
観
光
課

　
☎
０
５
６
７（
６
５
）１
１
１
１

　
物
流
機
械
運
転
科
受
講
生
を
募
集

し
ま
す
。

訓
練
期
間
　
令
和
３
年
１
月
８
日

（
金
）〜
６
月
25
日（
金
）（
６
カ
月
）

募
集
科
　
物
流
機
械
運
転
科

選
考
　
筆
記
試
験
、面
接（
12
月
10
日

（
木
））

対
象
　
公
共
職
業
安
定
所
で
求
職
登

録
を
し
て
お
り
、
訓
練
受
講
が
必
要

と
認
め
ら
れ
、
自
動
車
運
転
免
許（
普

通
自
動
車
以
上
）を
取
得
し
て
い
る
方

定
員
　
20
人

受
講
料
　
無
料（
教
科
書
、作
業
服
代

等
は
自
己
負
担
）

申
込
方
法
　
11
月
30
日（
月
）ま
で
に
、

申
込
・
問
合
せ
先
　
自
衛
隊
愛
知
地

方
協
力
本
部 

一
宮
地
域
事
務
所

　
☎
０
５
８
６（
７
３
）７
５
２
２

　
弥
富
市
・
蟹
江
町
・
飛
島
村
・
大

治
町
各
商
工
会
が
主
催
し
、
４
市
町

村
の
後
援
で
創
業
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催

し
ま
す
。本
セ
ミ
ナ
ー
は
「
創
業
支
援

等
事
業
計
画
」に
基
づ
き
、
創
業
に
必

要
な
経
営
の
基
本
を
専
門
家
に
よ

り
、
分
か
り
や
す
く
学
べ
る
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
と
な
り
ま
す
。

と
き
　
11
月
14
・
21
日（
土
）、
両
日

と
も
午
後
１
時
〜
５
時

※

２
日
間
と
も
参
加
で
き
る
方
を
対

　
象
と
し
ま
す
。別
の
日
を
ご
希
望
の

　
方
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

と
こ
ろ
　
蟹
江
町
産
業
文
化
会
館
　

２
階
　

内
容
　

❶
創
業
計
画
・
事
業
計
画
の
作
成

❷
資
金
調
達
、
資
金
繰
り
計
画
の
作

　
成

❸
従
業
員
雇
用
ル
ー
ル

❹
販
売
戦
略
の
立
て
方
な
ど

対
象
　
創
業
を
予
定
し
て
い
る
方
、

創
業
・
経
営
に
興
味
の
あ
る
方
、
創

　
定
す
る
町
内
の
住
宅
に
新
た
に
補

　
助
対
象
設
備
を
設
置
す
る
方
（
既

　
に
設
置
さ
れ
て
い
る
方
、設
置
工
事

　
を
開
始
し
て
い
る
方
は
対
象
外
）

❷
町
内
に
お
い
て
自
ら
居
住
す
る
た

　
め
に
補
助
対
象
設
備
付
き
新
築
住

　
宅
を
購
入
す
る
方

※

各
補
助
対
象
設
備
に
対
す
る
補
助

　
金
の
交
付
は
、１
世
帯
に
つ
き
１
回

　
限
り
と
し
ま
す
。

そ
の
他
　
申
請
書
様
式
は
産
業
環
境

課
窓
口
で
配
布
、
ま
た
は
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

申
込
・
問
合
せ
先
　
役
場 

産
業
環
境

課
　
内
線
１
２
４

入
所
願
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

居
住
地
を
管
轄
す
る
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
他
　
説
明
会
を
ポ
リ
テ
ク
セ
ン

タ
ー
名
古
屋
港
で
11
月
11
・
18
日

（
水
）
の
午
前
９
時
30
分
か
ら
実
施

（
予
約
不
要
）

問
合
せ
先
　
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
名

古
屋
港
　
☎（
３
８
１
）２
７
７
５

　
　http://w

w
w
3.jeed.or.jp/

　
　nagoyakouw

an/poly/

◉
ペ
ッ
ト
の
ふ
ん
は
飼
い
主
が
責
任

　
を
も
っ
て
片
付
け
て
く
だ
さ
い

　
家
の
前
や
歩
道
な
ど
ペ
ッ
ト
の
ふ

ん
が
放
置
さ
れ
、
悪
臭
、
汚
れ
で
困
っ

て
い
る
と
の
苦
情
が
多
く
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
ふ
ん
な
ど
を
適
正
に
処
理
し
、
他

人
に
迷
惑
を
掛
け
な
い
よ
う
に
努
め

る
こ
と
は
飼
い
主
の
責
任
で
す
。持
ち

帰
っ
て
適
切
に
処
理
し
ま
し
ょ
う
。

◉
野
良
猫
を
世
話
し
て
い
る
方
は
餌

　
を
あ
げ
る
だ
け
で
な
く
、
責
任
を

　
も
っ
て
管
理
し
て
く
だ
さ
い

　
猫
に
餌
を
与
え
て
い
る
だ
け
で
は

な
く
、
ふ
ん
尿
を
始
末
し
て
い
ま
す

か
。あ
な
た
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
近

所
に
迷
惑
を
か
け
て
い
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。餌
の
後
片
付
け
・
ふ
ん
の
始

末
を
し
っ
か
り
と
行
い
、
人
と
猫
が
共

生
で
き
る
町
づ
く
り
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
先
　
役
場 

産
業
環
境
課

　
内
線
１
２
４

　
虐
待
と
は
「
身
体
的
虐
待
」「
性
的

虐
待
」「
心
理
的
虐
待
」「
放
棄
・
放
任

（
ネ
グ
レ
ク
ト
）」な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　
虐
待
か
も
と
思
っ
た
ら
、す
ぐ
に
お

電
話
を
く
だ
さ
い
。通
報
は
匿
名
で

行
う
こ
と
も
可
能
で
す
。通
報
し
た

人
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

　
11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間

付
を
受
け
て
い
な
い
方
は
対
象
外
で

す
。

　
ま
た
、申
請
書
提
出
後
、次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、速
や
か
に

学
校
教
育
課
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

・
私
立
高
等
学
校
を
休
学
、
転
学
ま

　
た
は
退
学
さ
れ
た
と
き

・
住
所
を
異
動
さ
れ
た
と
き

申
請
・
問
合
せ
先
　
役
場 

学
校
教
育

課
　
内
線
２
０
７
・
２
０
８

　
町
教
育
委
員
会
で
は
、
令
和
３
年

度
に
小
学
校
へ
入
学
す
る
児
童
を
対

象
に
就
学
時
健
康
診
断
と
入
学
説
明

会
を
行
い
ま
す
。

　
対
象
児
童
の
家
庭
に
は
案
内
を
郵

送
し
ま
す
の
で
、実
施
日
の
５
日
前
に

な
っ
て
も
届
い
て
い
な
い
場
合
は
学
校

教
育
課
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

と
き

　
大
治
小
学
校
　
11
月
５
日（
木
）

受
付
時
間
　
午
後
０
時
45
分
〜
１
時

10
分

入
学
説
明
会
　
午
後
１
時
10
分
〜
１

時
30
分

検
査
時
間
　
午
後
１
時
30
分
〜
３
時

自
衛
官
等

警
察
か
ら
の
お
知
ら
せ

〜
広
げ
よ
う
支
援
の
輪
〜

住
宅
用
地
球
温
暖
化

対
策
設
備
設
置
費
補
助
金

裁
判
員
制
度

　

ま
も
な
く
名
簿
記
載
通
知
を

発
送
し
ま
す

子
育
て
支
援
事
業

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
提
供
会
員

性犯罪被害 110 番
☎0120（67）7830

☎♯8103（短縮ダイヤル）
終　日

性犯罪被害相談
（♯8103は一部の
通信事業者は有料）

ハートフルステーション
・あいち

☎0570（064）810

月～土
（祝日を除く）
9:00～20:00

性犯罪被害者のための
ワンストップ支援センター

（一宮市）

ふれあいコール
☎（561）0184 終　日 列車内の痴漢被害相談

被害少年相談電話
☎0120（7867）70

犯罪やいじめ等の
少年の被害に関する相談

ストーカー 110 番
☎（961）0888 終　日 ストーカー被害に関する

相談

暴力団に対する相談窓口
☎（951）7700 終　日 暴力団に関する相談

ハートフルライン
☎（954）8897

月～金
（祝日を除く）
9:00～17:00

犯罪被害者のための
心の悩み相談

公益社団法人サポートセン
ターあいち（民間団体）
❶☎（232）7830

  ❶月～金（祝日を除く）
10:00～16:00

❷(全国共通ナビダイヤル)
7:30～22:00

犯罪被害等に関する
相談

月～金
（祝日を除く）
9:00～17:00

❷☎0570（783）554

組
合
せ
に
よ
る

補
助

・住宅用太陽光発電施設
・家庭用エネルギー管理システム
　（ＨＥＭＳ）
・定置用リチウムイオン蓄電システム

６０，０００円（定額）

補助対象設備および補助金額
補助対象設備 補助金額

単
独
補
助

・家庭用燃料電池
　コージェネレーションシステム

・定置用リチウムイオン蓄電システム

３０，０００円（定額）

３０，０００円（定額）
ただし、他補助対象設備と同
時に申請する場合は、組合
せによる補助を優先します。

で
す
。

相
談
窓
口

◉
児
童

　
児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
１
８
９（
い
ち
は
や
く
）

　
役
場 

子
育
て
支
援
課

　
　
内
線
１
４
１

◉
高
齢
者

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎（
４
４
２
）０
８
５
７

　
役
場 

民
生
課
　
内
線
１
５
８

◉
障
害
者

　
障
害
者
相
談
支
援
事
業
所

　
☎（
４
３
３
）２
３
４
３

　
役
場 

民
生
課
　
内
線
１
６
９

　
Ｄ
Ｖ
・
セ
ク
ハ
ラ
・
ス
ト
ー
カ
ー

行
為
と
い
っ
た
女
性
に
関
す
る
人
権

問
題
に
つ
い
て
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　
強
化
週
間
中
は
、「
女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」の
電
話
回
線
を
通
常

の
相
談
時
間
を
延
長
し
て
土
・
日
曜

も
対
応
し
ま
す
。

　
相
談
内
容
の
秘
密
は
固
く
守
ら
れ

ま
す
の
で
、お
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。

と
き
　
11
月
12
日（
木
）〜
18
日（
水
）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時（
土
日
の

み
午
前
10
時
〜
午
後
５
時
）

※

強
化
週
間
以
外
の
受
付
時
間
は
、

　
平
日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

　
15
分
ま
で

相
談
専
用
電
話

　
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
☎
０
５
７
０（
０
７
０
）８
１
０

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
相
談

　
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
じ
ん
け
ん
相
談

　
＠
名
古
屋
法
務
局

　
詳
し
く
は
名
古
屋
法
務
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

＠snsjinkensoudan
※

こ
ち
ら
か
ら
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ

　
ウ
ン
ト
「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
じ
ん
け
ん
相
談
」

　
を
友
達
登
録
し
て
ご
相
談
く
だ
さ

　
い
。

問
合
せ
先
　
名
古
屋
法
務
局 

人
権
擁

護
部
　
☎（
９
５
２
）８
１
１
１

　
Ｎ
ｅ
ｔ
１
１
９
緊
急
通
報
シ
ス
テ

ム
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
か
ら
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
１
１
９
番

通
報
が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

　
海
部
東
部
消
防
組
合
管
内
を
担
当

す
る
海
部
地
方
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー

で
令
和
２
年
12
月
１
日
か
ら
運
用
開

始
に
あ
た
り
、
登
録
説
明
会
を
開
催

し
ま
す
。

対
象
者
　
聴
覚
ま
た
は
音
声
・
言
語

機
能
等
に
障
が
い
が
あ
り
、音
声
に
よ

る
１
１
９
番
通
報
が
困
難
な
方
で
、

大
治
町
・
あ
ま
市
に
在
住
の
方

※

説
明
会
参
加
の
事
前
申
込
は
不
要

　
で
す
。

※

付
き
添
い
等
で
来
ら
れ
た
際
、
密

　
集
、
密
接
を
避
け
る
た
め
に
入
場

　
制
限
を
か
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※

説
明
会
の
詳
細
は
、
海
部
東
部
消

　
防
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　（http://w
w
w
.am
atobu-119.

　jp

）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
課

　
☎（
４
４
２
）１
６
０
５

　
　（
４
４
２
）3
1
8
0

　
　shoubou@

am
atobu-119.jp

82020（令和2）年11月号9 2020（令和2）年11月号

募

集

お

願

い

相

談

ス
ポ
ー
ツ

催

し

講
座
・
教
室

お
知
ら
せ

募

集

お

願

い

相

談

ス
ポ
ー
ツ

催

し

講
座
・
教
室

お
知
ら
せ



　
習
を
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

※

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡

　
大
状
況
に
よ
り
、中
止
と
さ
せ
て
い

　
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ
先
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
課

　
☎（
４
４
２
）１
６
０
５

　
　http://w

w
w
.am
atobu-

　
　119.jp

と
き
　
11
月
29
日（
日
）午
後
１
時
〜

４
時

と
こ
ろ
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消
防

本
部 

講
堂

対
象
　
大
治
町
・
あ
ま
市
に
在
住
の

方
で
15
歳
以
上
の
方

内
容
　
成
人
に
対
す
る
心
肺
蘇
生

法
、大
出
血
時
の
止
血
法

定
員
　
９
名

参
加
費
　
無
料

受
付
期
間
　
11
月
９
日（
月
）〜
22
日

（
日
）

申
込
場
所
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
署
・
北
分
署
・
南
分
署

申
込
方
法
　
救
命
講
習
受
講
申
請
書

で
受
け
付
け
ま
す
。

※

申
請
書
は
、
消
防
本
部
・
各
消
防

　
署
で
配
布
、
ま
た
は
海
部
東
部
消

　
防
本
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

　
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※

メ
ー
ル
・
電
話
・
フ
ァ
ク
ス
で
の

　
申
し
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

※

団
体
・
グ
ル
ー
プ
等
で
受
講
希
望

　
の
場
合
は
、指
導
員
が
出
向
し
、講

対
象
　
本
町
に
在
住
の
私
立
高
等
学

校
の
全
日
制
課
程
も
し
く
は
定
時
制

課
程
ま
た
は
専
修
学
校
の
高
等
課
程

に
在
籍
す
る
生
徒
の
保
護
者

補
助
金
の
額
　
年
額
１
万
円
以
内

※

３
月
末
に
振
り
込
み
予
定

申
請
に
必
要
な
も
の

❶
私
立
高
等
学
校
授
業
料
補
助
金
交

　
付
申
請
書（
様
式
第
１
）

※

学
校
で
学
校
証
明
欄
の
記
入
お
よ

　
び
証
明
が
必
要
で
す
。ま
た
、
様

　
式
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
取
得
可

　
能
で
す
。

❷
朱
肉
の
使
え
る
印
鑑

❸
保
護
者
名
義
の
預
貯
金
通
帳

❹
所
得
課
税
証
明
書

※

愛
知
県
私
立
高
等
学
校
授
業
料
軽

　
減
制
度
の
適
用
を
受
け
て
い
な
い

　
場
合
に
必
要
で
す
。

提
出
期
限
　
令
和
３
年
１
月
29
日

（
金
）

注
意
　
本
年
度
の
授
業
料
の
納
付
を

全
額
免
除
さ
れ
て
い
る
方
、
所
得
制

限
に
よ
り
国
・
県
の
補
助
金
等
の
交

30
分

※

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

　
策
の
た
め
９
月
号
よ
り
時
間
帯
等

　
を
変
更
し
て
い
ま
す
。ご
注
意
く

　
だ
さ
い
。

対
象
　
平
成
26
年
４
月
２
日
〜
27
年

４
月
１
日
生
ま
れ
の
児
童

問
合
せ
先
　
役
場 

学
校
教
育
課

　
内
線
２
０
８

　
10
月
１
日
付
け
で
、杉
戸 

江
泉 

氏

が
教
育
委
員
に
再
任
さ
れ
ま
し
た
。

任
期
は
４
年
で
す
。

　

　「
介
護
」に
つ
い
て
、
皆
さ
ん
は
考
え

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。高
齢
化
が

進
み
、
親
や
配
偶
者
な
ど
家
族
の
介

護
を
す
る
方
が
増
え
て
い
ま
す
。今
、

介
護
を
し
て
い
な
い
方
も
、
い
つ
か
家

族
の
介
護
を
す
る
立
場
に
な
っ
た
り
、

介
護
を
受
け
る
立
場
に
な
っ
た
り
す

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。介
護
は
誰
に

と
っ
て
も
身
近
な
問
題
な
の
で
す
。11

月
11
日
は「
介
護
の
日
」。そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
で
「
介
護
」
に
つ
い
て
考
え
て
み

ま
せ
ん
か
。

※

こ
の
マ
ー
ク
は
、
静
岡
県
が
考
案
し

　
た
も
の
で
、
厚
生
労
働
省
が
周
知

　
を
図
っ
て
い
ま
す
。外
出
先
で
こ
の

　
マ
ー
ク
を
見
か
け
た
ら
温
か
く
見

　
守
っ
て
く
だ
さ
い
。ま
た
、「
介
護

　
マ
ー
ク
」
を
役
場
民
生
課
お
よ
び

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
配
布

　
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ
先
　
役
場 

民
生
課

　
内
線
１
１
５
・
１
５
８

　
年
々
増
加
傾
向
に
あ
り
、
今
後
も

増
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
医
療
費
。

　
こ
の
医
療
費
は
、皆
さ
ん
が
納
め
る

保
険
税
で
賄
わ
れ
て
い
る
た
め
、医
療

費
が
増
え
続
け
る
と
、
保
険
税
の
負

担
増
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
大
切
な
医
療
費
を
無
駄
遣
い
し
な

い
よ
う
に
次
の
点
に
注
意
し
て
、適
切

な
受
診
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

・
日
頃
か
ら
健
康
づ
く
り
を
心
掛
け

　
ま
し
ょ
う
。

・
定
期
的
に
健
康
診
断
を
受
け
て
、

　
早
期
発
見･

早
期
治
療
を
心
掛
け

　
ま
し
ょ
う
。 

・
気
軽
に
相
談
に
乗
っ
て
く
れ
る
か

　
か
り
つ
け
医
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。 

・
重
複
受
診
や
は
し
ご
受
診
は
や
め

　
ま
し
ょ
う
。

・
薬
は
適
切
な
用
量
、
用
法
で
服
用

　
し
ま
し
ょ
う
。 

・
な
る
べ
く
診
療
時
間
内
に
受
診
す

　
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ
先
　
役
場 

保
険
医
療
課

　
内
線
１
７
０

　
犯
罪
抑
止
に
有
効
な
防
犯
カ
メ
ラ

の
設
置
促
進
を
図
る
た
め
、
積
極
的

に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

対
象
　
県
が
定
め
る
「
防
犯
カ
メ
ラ

の
設
置
及
び
運
用
に
関
す
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」の
ほ
か
町
が
要
綱
に
定
め
る

条
件
、
遵
守
事
項
等
を
遵
守
で
き
る

❶
❷
の
方

❶
総
代
お
よ
び
地
区
総
代
の
方

　
当
該
自
治
組
織
の
承
認
を
受
け
て
、

　
管
轄
す
る
公
共
的
な
施
設
に
設
置

　
す
る
場
合

❷
町
内
に
所
在
す
る
物
件
の
う
ち
、

　
次
の
項
目
に
該
当
す
る
方

・
戸
数
４
戸
以
上
の
分
譲
マ
ン
シ
ョ

　
ン
の
管
理
組
合

・
戸
数
４
戸
以
上
の
賃
貸
共
同
住
宅

　（
社
宅
、寮
等
を
除
く
）の
所
有
者

・
自
動
車
４
台
以
上
を
駐
車
可
能
な

　
貸
し
駐
車
場
の
所
有
者

※

補
助
金
の
交
付
申
請
は
、
補
助
対

　
象
者
に
つ
き
同
一
年
度
内
に
１
回

　
限
り
、
ま
た
同
一
敷
地
内
へ
の
補
助

　
は
１
回
限
り
と
し
ま
す
。

受
付
期
間
　
令
和
３
年
２
月
末
日
ま

で補
助
金
額
　
防
犯
カ
メ
ラ
等
購
入
設

◉
被
害
相
談

　
警
察
で
は
各
種
相
談
窓
口
を
開
設

し
、
犯
罪
被
害
者
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま

な
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。（
左
表
参

照
）

◉
犯
罪
被
害
給
付
制
度

　
故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
家
族

を
亡
く
さ
れ
た
ご
遺
族
、
重
傷
病
を

負
っ
た
り
後
遺
障
害
が
残
っ
た
り
し

置
金
額
の
２
分
の
１
以
内
で
、
５
万

円
を
限
度
額
と
し
ま
す
。（
１
０
０
０

円
未
満
切
り
捨
て
）

※

維
持
管
理
費
用
、
地
代
・
占
用
料

　
等
は
除
く

申
請
方
法
等
　
防
犯
カ
メ
ラ
等
を
設

置
し
よ
う
と
す
る
方
は
、
必
ず
、
事
前

に
役
場
防
災
危
機
管
理
課
へ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。（
取
り
付
け
後
の
受
け
付

け
は
い
た
し
ま
せ
ん
。）

申
込
・
問
合
せ
先
　
役
場 

防
災
危
機

管
理
課
　
内
線
１
５
１
・
１
５
２

　
11
月
25
日
か
ら
12
月
１
日
は
犯
罪

被
害
者
週
間
で
す
。

　
犯
罪
被
害
者
は
、
被
害
後
に
生
じ

る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題（
身
体
不
調
、
経

済
的
困
窮
な
ど
）に
苦
し
め
ら
れ
て
い

ま
す
。犯
罪
防
止
や
犯
罪
被
害
者
の

方
の
た
め
に
何
が
で
き
る
か
を
考
え

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
役
場
の
閉
庁
日
で
も
公
民
館
が
開

館
し
て
い
る
と
き
は
、
住
民
票
の
写
し

お
よ
び
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

と
き
　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

と
こ
ろ
　
公
民
館 

２
階 

事
務
室

請
求
の
際
に
必
要
な
も
の

◉
住
民
票
の
写
し

・
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類

※

代
理
人
の
方
が
請
求
を
す
る
場
合

　
は
、
委
任
状
ま
た
は
代
理
人
選
任

　
届

◉
印
鑑
登
録
証
明
書

・
印
鑑
登
録
証（
手
帳
）

・
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類

注
意

・
役
場
の
閉
庁
日
と
公
民
館
の
閉
館

　
日
が
重
な
っ
た
と
き
は
、
交
付
が
で

　
き
ま
せ
ん
。

・
本
人
確
認
書
類
に
つ
い
て
は
事
前

　
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

・
公
民
館
で
は
、
転
出
・
死
亡
し
た

　
方
の
住
民
票
（
除
票
）の
写
し
の
交

　
付
お
よ
び
住
民
異
動
や
印
鑑
登
録

　
な
ど
の
手
続
き
は
で
き
ま
せ
ん
。

問
合
せ
先
　
役
場 

住
民
課

　
内
線
１
７
４

た
被
害
者
の
方
に
対
し
て
、何
ら
か
の

公
的
救
済
や
加
害
者
側
か
ら
の
損
害

賠
償
を
十
分
に
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
に
、
国
が
給
付
金
を
支
給

す
る
制
度
で
す
。詳
し
く
は
、
警
察
署

ま
た
は
警
察
本
部
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
津
島
警
察
署
警
務
課

　
☎
０
５
６
７（
２
４
）０
１
１
０

　
住
宅
用
地
球
温
暖
化
対
策
設
備
を

設
置
さ
れ
る
方
に
対
し
、
費
用
の
一
部

を
補
助
し
ま
す
。

補
助
対
象
者

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
で
、

申
請
年
度
内
に
設
備
の
運
用
を
開
始

で
き
る（
要
綱
に
定
め
る
期
限
ま
で
に

実
績
報
告
書
を
提
出
で
き
る
こ
と
）

方
を
補
助
対
象
と
し
ま
す
。

❶
自
ら
居
住
し
、
ま
た
は
居
住
を
予

　
令
和
３
年
の
裁
判
員
候
補
者
名
簿

に
登
録
さ
れ
た
方
に
は
、
本
年
11
月

中
旬
に
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
の

通
知（
名
簿
記
載
通
知
）を
お
送
り
し

ま
す
。（
令
和
３
年
１
月
１
日
時
点
で

20
歳
以
上
の
方
に
限
ら
れ
ま
す
。）
こ

の
通
知
は
、
来
年
２
月
ご
ろ
か
ら
の

約
１
年
間
に
裁
判
所
に
お
越
し
い
た

だ
き
、
裁
判
員
に
選
ば
れ
る
可
能
性

が
あ
る
こ
と
を
事
前
に
お
伝
え
し
、あ

ら
か
じ
め
心
積
も
り
を
し
て
い
た
だ

く
た
め
の
も
の
で
す
。

　
な
お
、
こ
の
段
階
で
は
、
ま
だ
具
体

的
な
事
件
の
裁
判
員
候
補
者
に
選
ば

れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
す

ぐ
に
裁
判
所
に
お
越
し
い
た
だ
く
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。（
実
際
に
裁
判
所

に
お
越
し
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た

場
合
に
は
、
別
途
お
知
ら
せ
し
ま

す
。）

問
合
せ
先
　
名
古
屋
地
方
裁
判
所
刑

事
部
裁
判
員
係

　
☎（
２
０
３
）８
９
１
６

　
地
域
で
子
育
て
を
支
え
合
う
お
手

伝
い
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
。子
ど
も
の

送
迎
や
一
時
預
か
り
を
行
う
有
償
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
（
１
時
間
７
０
０
円
〜
）

を
募
集
し
ま
す
。

対
象
　
町
内
、あ
ま
市
内
在
住
、満
20

歳
以
上
で
、
育
児
経
験
あ
る
い
は
保

育
士
資
格
等
を
有
す
る
方

※

養
成
講
座
の
受
講
が
必
要

養
成
講
座
（
全
日
程
受
講
が
難
し
い

場
合
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
）

と
き
　
11
月
27
日（
金
）・
30
日（
月
）

〜
12
月
３
日（
木
）午
前
９
時
30
分
〜

午
後
３
時
15
分

と
こ
ろ
　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

定
員
　
６
名

※
無
料
託
児
あ
り
（
生
後
４
カ
月
か

　
ら
未
就
学
児
。11
月
19
日
（
木
）
ま

　
で
に
要
予
約
）

申
込
方
法
　
11
月
20
日（
金
）ま
で
に

電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
あ
ま
市
・
大
治
町
広
域

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

事
務
局
　

　
☎（
４
６
２
）０
１
５
０

　
自
衛
官
等
募
集
が
行
わ
れ
ま
す
。

ご
希
望
の
方
は
、
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

募
集
項
目

❶
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

　（
推
薦
）

❷
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

　（
一
般
）

❸
自
衛
官
候
補
生

資
格

❶
中
卒（
見
込
含
む
）令
和
３
年
４
月

　
１
日
現
在
、
15
歳
以
上
17
歳
未
満

　
の
男
子
、
成
績
優
秀
か
つ
生
徒
会

　
活
動
等
に
顕
著
な
実
績
を
修
め
、

　
学
校
長
が
推
薦
で
き
る
者

❷
中
卒（
見
込
含
む
）令
和
３
年
４
月

　
１
日
現
在
、
15
歳
以
上
17
歳
未
満

　
の
男
子

❸
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
男
女

受
付
期
間

❶
11
月
１
日（
日
）〜
30
日（
月
）

❷
11
月
１
日（
日
）〜
令
和
3
年
１
月

　
６
日（
水
）

❸
年
間
を
通
じ
て
受
け
付
け

業
し
て
５
年
以
内
の
方

定
員
　
10
名（
先
着
順
）

申
込
方
法
　
11
月
６
日
（
金
）ま
で
に

弥
富
市
商
工
会
へ
事
前
申
し
込
み
が

必
要
で
す
。

受
講
料
　
無
料

問
合
せ
先
　
弥
富
市
商
工
会

　
☎
０
５
６
７（
６
５
）３
１
０
０

　
弥
富
市
役
所
商
工
観
光
課

　
☎
０
５
６
７（
６
５
）１
１
１
１

　
物
流
機
械
運
転
科
受
講
生
を
募
集

し
ま
す
。

訓
練
期
間
　
令
和
３
年
１
月
８
日

（
金
）〜
６
月
25
日（
金
）（
６
カ
月
）

募
集
科
　
物
流
機
械
運
転
科

選
考
　
筆
記
試
験
、面
接（
12
月
10
日

（
木
））

対
象
　
公
共
職
業
安
定
所
で
求
職
登

録
を
し
て
お
り
、
訓
練
受
講
が
必
要

と
認
め
ら
れ
、
自
動
車
運
転
免
許（
普

通
自
動
車
以
上
）を
取
得
し
て
い
る
方

定
員
　
20
人

受
講
料
　
無
料（
教
科
書
、作
業
服
代

等
は
自
己
負
担
）

申
込
方
法
　
11
月
30
日（
月
）ま
で
に
、

申
込
・
問
合
せ
先
　
自
衛
隊
愛
知
地

方
協
力
本
部 

一
宮
地
域
事
務
所

　
☎
０
５
８
６（
７
３
）７
５
２
２

　
弥
富
市
・
蟹
江
町
・
飛
島
村
・
大

治
町
各
商
工
会
が
主
催
し
、
４
市
町

村
の
後
援
で
創
業
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催

し
ま
す
。本
セ
ミ
ナ
ー
は
「
創
業
支
援

等
事
業
計
画
」に
基
づ
き
、
創
業
に
必

要
な
経
営
の
基
本
を
専
門
家
に
よ

り
、
分
か
り
や
す
く
学
べ
る
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
と
な
り
ま
す
。

と
き
　
11
月
14
・
21
日（
土
）、
両
日

と
も
午
後
１
時
〜
５
時

※

２
日
間
と
も
参
加
で
き
る
方
を
対

　
象
と
し
ま
す
。別
の
日
を
ご
希
望
の

　
方
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

と
こ
ろ
　
蟹
江
町
産
業
文
化
会
館
　

２
階
　

内
容
　

❶
創
業
計
画
・
事
業
計
画
の
作
成

❷
資
金
調
達
、
資
金
繰
り
計
画
の
作

　
成

❸
従
業
員
雇
用
ル
ー
ル

❹
販
売
戦
略
の
立
て
方
な
ど

対
象
　
創
業
を
予
定
し
て
い
る
方
、

創
業
・
経
営
に
興
味
の
あ
る
方
、
創

　
定
す
る
町
内
の
住
宅
に
新
た
に
補

　
助
対
象
設
備
を
設
置
す
る
方
（
既

　
に
設
置
さ
れ
て
い
る
方
、設
置
工
事

　
を
開
始
し
て
い
る
方
は
対
象
外
）

❷
町
内
に
お
い
て
自
ら
居
住
す
る
た

　
め
に
補
助
対
象
設
備
付
き
新
築
住

　
宅
を
購
入
す
る
方

※

各
補
助
対
象
設
備
に
対
す
る
補
助

　
金
の
交
付
は
、１
世
帯
に
つ
き
１
回

　
限
り
と
し
ま
す
。

そ
の
他
　
申
請
書
様
式
は
産
業
環
境

課
窓
口
で
配
布
、
ま
た
は
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

申
込
・
問
合
せ
先
　
役
場 

産
業
環
境

課
　
内
線
１
２
４

入
所
願
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

居
住
地
を
管
轄
す
る
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
他
　
説
明
会
を
ポ
リ
テ
ク
セ
ン

タ
ー
名
古
屋
港
で
11
月
11
・
18
日

（
水
）
の
午
前
９
時
30
分
か
ら
実
施

（
予
約
不
要
）

問
合
せ
先
　
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
名

古
屋
港
　
☎（
３
８
１
）２
７
７
５

　
　http://w

w
w
3.jeed.or.jp/

　
　nagoyakouw

an/poly/

◉
ペ
ッ
ト
の
ふ
ん
は
飼
い
主
が
責
任

　
を
も
っ
て
片
付
け
て
く
だ
さ
い

　
家
の
前
や
歩
道
な
ど
ペ
ッ
ト
の
ふ

ん
が
放
置
さ
れ
、
悪
臭
、
汚
れ
で
困
っ

て
い
る
と
の
苦
情
が
多
く
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
ふ
ん
な
ど
を
適
正
に
処
理
し
、
他

人
に
迷
惑
を
掛
け
な
い
よ
う
に
努
め

る
こ
と
は
飼
い
主
の
責
任
で
す
。持
ち

帰
っ
て
適
切
に
処
理
し
ま
し
ょ
う
。

◉
野
良
猫
を
世
話
し
て
い
る
方
は
餌

　
を
あ
げ
る
だ
け
で
な
く
、
責
任
を

　
も
っ
て
管
理
し
て
く
だ
さ
い

　
猫
に
餌
を
与
え
て
い
る
だ
け
で
は

な
く
、
ふ
ん
尿
を
始
末
し
て
い
ま
す

か
。あ
な
た
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
近

所
に
迷
惑
を
か
け
て
い
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。餌
の
後
片
付
け
・
ふ
ん
の
始

末
を
し
っ
か
り
と
行
い
、
人
と
猫
が
共

生
で
き
る
町
づ
く
り
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
先
　
役
場 

産
業
環
境
課

　
内
線
１
２
４

　
虐
待
と
は
「
身
体
的
虐
待
」「
性
的

虐
待
」「
心
理
的
虐
待
」「
放
棄
・
放
任

（
ネ
グ
レ
ク
ト
）」な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　
虐
待
か
も
と
思
っ
た
ら
、す
ぐ
に
お

電
話
を
く
だ
さ
い
。通
報
は
匿
名
で

行
う
こ
と
も
可
能
で
す
。通
報
し
た

人
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

　
11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間

付
を
受
け
て
い
な
い
方
は
対
象
外
で

す
。

　
ま
た
、申
請
書
提
出
後
、次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、速
や
か
に

学
校
教
育
課
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

・
私
立
高
等
学
校
を
休
学
、
転
学
ま

　
た
は
退
学
さ
れ
た
と
き

・
住
所
を
異
動
さ
れ
た
と
き

申
請
・
問
合
せ
先
　
役
場 

学
校
教
育

課
　
内
線
２
０
７
・
２
０
８

　
町
教
育
委
員
会
で
は
、
令
和
３
年

度
に
小
学
校
へ
入
学
す
る
児
童
を
対

象
に
就
学
時
健
康
診
断
と
入
学
説
明

会
を
行
い
ま
す
。

　
対
象
児
童
の
家
庭
に
は
案
内
を
郵

送
し
ま
す
の
で
、実
施
日
の
５
日
前
に

な
っ
て
も
届
い
て
い
な
い
場
合
は
学
校

教
育
課
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

と
き

　
大
治
小
学
校
　
11
月
５
日（
木
）

受
付
時
間
　
午
後
０
時
45
分
〜
１
時

10
分

入
学
説
明
会
　
午
後
１
時
10
分
〜
１

時
30
分

検
査
時
間
　
午
後
１
時
30
分
〜
３
時

自
衛
官
等

警
察
か
ら
の
お
知
ら
せ

〜
広
げ
よ
う
支
援
の
輪
〜

住
宅
用
地
球
温
暖
化

対
策
設
備
設
置
費
補
助
金

裁
判
員
制
度

　

ま
も
な
く
名
簿
記
載
通
知
を

発
送
し
ま
す

子
育
て
支
援
事
業

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
提
供
会
員

性犯罪被害 110 番
☎0120（67）7830

☎♯8103（短縮ダイヤル）
終　日

性犯罪被害相談
（♯8103は一部の
通信事業者は有料）

ハートフルステーション
・あいち

☎0570（064）810

月～土
（祝日を除く）
9:00～20:00

性犯罪被害者のための
ワンストップ支援センター

（一宮市）

ふれあいコール
☎（561）0184 終　日 列車内の痴漢被害相談

被害少年相談電話
☎0120（7867）70

犯罪やいじめ等の
少年の被害に関する相談

ストーカー 110 番
☎（961）0888 終　日 ストーカー被害に関する

相談

暴力団に対する相談窓口
☎（951）7700 終　日 暴力団に関する相談

ハートフルライン
☎（954）8897

月～金
（祝日を除く）
9:00～17:00

犯罪被害者のための
心の悩み相談

公益社団法人サポートセン
ターあいち（民間団体）
❶☎（232）7830

  ❶月～金（祝日を除く）
10:00～16:00

❷(全国共通ナビダイヤル)
7:30～22:00

犯罪被害等に関する
相談

月～金
（祝日を除く）
9:00～17:00

❷☎0570（783）554

組
合
せ
に
よ
る

補
助

・住宅用太陽光発電施設
・家庭用エネルギー管理システム
　（ＨＥＭＳ）
・定置用リチウムイオン蓄電システム

６０，０００円（定額）

補助対象設備および補助金額
補助対象設備 補助金額

単
独
補
助

・家庭用燃料電池
　コージェネレーションシステム

・定置用リチウムイオン蓄電システム

３０，０００円（定額）

３０，０００円（定額）
ただし、他補助対象設備と同
時に申請する場合は、組合
せによる補助を優先します。

で
す
。

相
談
窓
口

◉
児
童

　
児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
１
８
９（
い
ち
は
や
く
）

　
役
場 

子
育
て
支
援
課

　
　
内
線
１
４
１

◉
高
齢
者

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎（
４
４
２
）０
８
５
７

　
役
場 

民
生
課
　
内
線
１
５
８

◉
障
害
者

　
障
害
者
相
談
支
援
事
業
所

　
☎（
４
３
３
）２
３
４
３

　
役
場 

民
生
課
　
内
線
１
６
９

　
Ｄ
Ｖ
・
セ
ク
ハ
ラ
・
ス
ト
ー
カ
ー

行
為
と
い
っ
た
女
性
に
関
す
る
人
権

問
題
に
つ
い
て
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　
強
化
週
間
中
は
、「
女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」の
電
話
回
線
を
通
常

の
相
談
時
間
を
延
長
し
て
土
・
日
曜

も
対
応
し
ま
す
。

　
相
談
内
容
の
秘
密
は
固
く
守
ら
れ

ま
す
の
で
、お
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。

と
き
　
11
月
12
日（
木
）〜
18
日（
水
）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時（
土
日
の

み
午
前
10
時
〜
午
後
５
時
）

※

強
化
週
間
以
外
の
受
付
時
間
は
、

　
平
日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

　
15
分
ま
で

相
談
専
用
電
話

　
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
☎
０
５
７
０（
０
７
０
）８
１
０

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
相
談

　
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
じ
ん
け
ん
相
談

　
＠
名
古
屋
法
務
局

　
詳
し
く
は
名
古
屋
法
務
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

＠snsjinkensoudan
※

こ
ち
ら
か
ら
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ

　
ウ
ン
ト
「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
じ
ん
け
ん
相
談
」

　
を
友
達
登
録
し
て
ご
相
談
く
だ
さ

　
い
。

問
合
せ
先
　
名
古
屋
法
務
局 

人
権
擁

護
部
　
☎（
９
５
２
）８
１
１
１

　
Ｎ
ｅ
ｔ
１
１
９
緊
急
通
報
シ
ス
テ

ム
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
か
ら
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
１
１
９
番

通
報
が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

　
海
部
東
部
消
防
組
合
管
内
を
担
当

す
る
海
部
地
方
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー

で
令
和
２
年
12
月
１
日
か
ら
運
用
開

始
に
あ
た
り
、
登
録
説
明
会
を
開
催

し
ま
す
。

対
象
者
　
聴
覚
ま
た
は
音
声
・
言
語

機
能
等
に
障
が
い
が
あ
り
、音
声
に
よ

る
１
１
９
番
通
報
が
困
難
な
方
で
、

大
治
町
・
あ
ま
市
に
在
住
の
方

※

説
明
会
参
加
の
事
前
申
込
は
不
要

　
で
す
。

※

付
き
添
い
等
で
来
ら
れ
た
際
、
密

　
集
、
密
接
を
避
け
る
た
め
に
入
場

　
制
限
を
か
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※

説
明
会
の
詳
細
は
、
海
部
東
部
消

　
防
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　（http://w
w
w
.am
atobu-119.

　jp

）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
課

　
☎（
４
４
２
）１
６
０
５

　
　（
４
４
２
）3
1
8
0

　
　shoubou@

am
atobu-119.jp

82020（令和2）年11月号9 2020（令和2）年11月号

募

集

お

願

い

相

談

ス
ポ
ー
ツ

催

し

講
座
・
教
室

お
知
ら
せ

募

集

お

願

い

相

談

ス
ポ
ー
ツ

催

し

講
座
・
教
室

お
知
ら
せ



　
習
を
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

※

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡

　
大
状
況
に
よ
り
、中
止
と
さ
せ
て
い

　
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ
先
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
課

　
☎（
４
４
２
）１
６
０
５

　
　http://w

w
w
.am
atobu-

　
　119.jp

と
き
　
11
月
29
日（
日
）午
後
１
時
〜

４
時

と
こ
ろ
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消
防

本
部 

講
堂

対
象
　
大
治
町
・
あ
ま
市
に
在
住
の

方
で
15
歳
以
上
の
方

内
容
　
成
人
に
対
す
る
心
肺
蘇
生

法
、大
出
血
時
の
止
血
法

定
員
　
９
名

参
加
費
　
無
料

受
付
期
間
　
11
月
９
日（
月
）〜
22
日

（
日
）

申
込
場
所
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
署
・
北
分
署
・
南
分
署

申
込
方
法
　
救
命
講
習
受
講
申
請
書

で
受
け
付
け
ま
す
。

※

申
請
書
は
、
消
防
本
部
・
各
消
防

　
署
で
配
布
、
ま
た
は
海
部
東
部
消

　
防
本
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

　
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※

メ
ー
ル
・
電
話
・
フ
ァ
ク
ス
で
の

　
申
し
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

※

団
体
・
グ
ル
ー
プ
等
で
受
講
希
望

　
の
場
合
は
、指
導
員
が
出
向
し
、講

対
象
　
本
町
に
在
住
の
私
立
高
等
学

校
の
全
日
制
課
程
も
し
く
は
定
時
制

課
程
ま
た
は
専
修
学
校
の
高
等
課
程

に
在
籍
す
る
生
徒
の
保
護
者

補
助
金
の
額
　
年
額
１
万
円
以
内

※

３
月
末
に
振
り
込
み
予
定

申
請
に
必
要
な
も
の

❶
私
立
高
等
学
校
授
業
料
補
助
金
交

　
付
申
請
書（
様
式
第
１
）

※

学
校
で
学
校
証
明
欄
の
記
入
お
よ

　
び
証
明
が
必
要
で
す
。ま
た
、
様

　
式
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
取
得
可

　
能
で
す
。

❷
朱
肉
の
使
え
る
印
鑑

❸
保
護
者
名
義
の
預
貯
金
通
帳

❹
所
得
課
税
証
明
書

※

愛
知
県
私
立
高
等
学
校
授
業
料
軽

　
減
制
度
の
適
用
を
受
け
て
い
な
い

　
場
合
に
必
要
で
す
。

提
出
期
限
　
令
和
３
年
１
月
29
日

（
金
）

注
意
　
本
年
度
の
授
業
料
の
納
付
を

全
額
免
除
さ
れ
て
い
る
方
、
所
得
制

限
に
よ
り
国
・
県
の
補
助
金
等
の
交

30
分

※

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

　
策
の
た
め
９
月
号
よ
り
時
間
帯
等

　
を
変
更
し
て
い
ま
す
。ご
注
意
く

　
だ
さ
い
。

対
象
　
平
成
26
年
４
月
２
日
〜
27
年

４
月
１
日
生
ま
れ
の
児
童

問
合
せ
先
　
役
場 

学
校
教
育
課

　
内
線
２
０
８

　
10
月
１
日
付
け
で
、杉
戸 

江
泉 

氏

が
教
育
委
員
に
再
任
さ
れ
ま
し
た
。

任
期
は
４
年
で
す
。

　

　「
介
護
」に
つ
い
て
、
皆
さ
ん
は
考
え

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。高
齢
化
が

進
み
、
親
や
配
偶
者
な
ど
家
族
の
介

護
を
す
る
方
が
増
え
て
い
ま
す
。今
、

介
護
を
し
て
い
な
い
方
も
、
い
つ
か
家

族
の
介
護
を
す
る
立
場
に
な
っ
た
り
、

介
護
を
受
け
る
立
場
に
な
っ
た
り
す

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。介
護
は
誰
に

と
っ
て
も
身
近
な
問
題
な
の
で
す
。11

月
11
日
は「
介
護
の
日
」。そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
で
「
介
護
」
に
つ
い
て
考
え
て
み

ま
せ
ん
か
。

※

こ
の
マ
ー
ク
は
、
静
岡
県
が
考
案
し

　
た
も
の
で
、
厚
生
労
働
省
が
周
知

　
を
図
っ
て
い
ま
す
。外
出
先
で
こ
の

　
マ
ー
ク
を
見
か
け
た
ら
温
か
く
見

　
守
っ
て
く
だ
さ
い
。ま
た
、「
介
護

　
マ
ー
ク
」
を
役
場
民
生
課
お
よ
び

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
配
布

　
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ
先
　
役
場 

民
生
課

　
内
線
１
１
５
・
１
５
８

　
年
々
増
加
傾
向
に
あ
り
、
今
後
も

増
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
医
療
費
。

　
こ
の
医
療
費
は
、皆
さ
ん
が
納
め
る

保
険
税
で
賄
わ
れ
て
い
る
た
め
、医
療

費
が
増
え
続
け
る
と
、
保
険
税
の
負

担
増
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
大
切
な
医
療
費
を
無
駄
遣
い
し
な

い
よ
う
に
次
の
点
に
注
意
し
て
、適
切

な
受
診
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

・
日
頃
か
ら
健
康
づ
く
り
を
心
掛
け

　
ま
し
ょ
う
。

・
定
期
的
に
健
康
診
断
を
受
け
て
、

　
早
期
発
見･

早
期
治
療
を
心
掛
け

　
ま
し
ょ
う
。 

・
気
軽
に
相
談
に
乗
っ
て
く
れ
る
か

　
か
り
つ
け
医
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。 

・
重
複
受
診
や
は
し
ご
受
診
は
や
め

　
ま
し
ょ
う
。

・
薬
は
適
切
な
用
量
、
用
法
で
服
用

　
し
ま
し
ょ
う
。 

・
な
る
べ
く
診
療
時
間
内
に
受
診
す

　
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ
先
　
役
場 

保
険
医
療
課

　
内
線
１
７
０

　
犯
罪
抑
止
に
有
効
な
防
犯
カ
メ
ラ

の
設
置
促
進
を
図
る
た
め
、
積
極
的

に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

対
象
　
県
が
定
め
る
「
防
犯
カ
メ
ラ

の
設
置
及
び
運
用
に
関
す
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」の
ほ
か
町
が
要
綱
に
定
め
る

条
件
、
遵
守
事
項
等
を
遵
守
で
き
る

❶
❷
の
方

❶
総
代
お
よ
び
地
区
総
代
の
方

　
当
該
自
治
組
織
の
承
認
を
受
け
て
、

　
管
轄
す
る
公
共
的
な
施
設
に
設
置

　
す
る
場
合

❷
町
内
に
所
在
す
る
物
件
の
う
ち
、

　
次
の
項
目
に
該
当
す
る
方

・
戸
数
４
戸
以
上
の
分
譲
マ
ン
シ
ョ

　
ン
の
管
理
組
合

・
戸
数
４
戸
以
上
の
賃
貸
共
同
住
宅

　（
社
宅
、寮
等
を
除
く
）の
所
有
者

・
自
動
車
４
台
以
上
を
駐
車
可
能
な

　
貸
し
駐
車
場
の
所
有
者

※

補
助
金
の
交
付
申
請
は
、
補
助
対

　
象
者
に
つ
き
同
一
年
度
内
に
１
回

　
限
り
、
ま
た
同
一
敷
地
内
へ
の
補
助

　
は
１
回
限
り
と
し
ま
す
。

受
付
期
間
　
令
和
３
年
２
月
末
日
ま

で補
助
金
額
　
防
犯
カ
メ
ラ
等
購
入
設

◉
被
害
相
談

　
警
察
で
は
各
種
相
談
窓
口
を
開
設

し
、
犯
罪
被
害
者
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま

な
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。（
左
表
参

照
）

◉
犯
罪
被
害
給
付
制
度

　
故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
家
族

を
亡
く
さ
れ
た
ご
遺
族
、
重
傷
病
を

負
っ
た
り
後
遺
障
害
が
残
っ
た
り
し

置
金
額
の
２
分
の
１
以
内
で
、
５
万

円
を
限
度
額
と
し
ま
す
。（
１
０
０
０

円
未
満
切
り
捨
て
）

※

維
持
管
理
費
用
、
地
代
・
占
用
料

　
等
は
除
く

申
請
方
法
等
　
防
犯
カ
メ
ラ
等
を
設

置
し
よ
う
と
す
る
方
は
、
必
ず
、
事
前

に
役
場
防
災
危
機
管
理
課
へ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。（
取
り
付
け
後
の
受
け
付

け
は
い
た
し
ま
せ
ん
。）

申
込
・
問
合
せ
先
　
役
場 

防
災
危
機

管
理
課
　
内
線
１
５
１
・
１
５
２

　
11
月
25
日
か
ら
12
月
１
日
は
犯
罪

被
害
者
週
間
で
す
。

　
犯
罪
被
害
者
は
、
被
害
後
に
生
じ

る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題（
身
体
不
調
、
経

済
的
困
窮
な
ど
）に
苦
し
め
ら
れ
て
い

ま
す
。犯
罪
防
止
や
犯
罪
被
害
者
の

方
の
た
め
に
何
が
で
き
る
か
を
考
え

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
役
場
の
閉
庁
日
で
も
公
民
館
が
開

館
し
て
い
る
と
き
は
、
住
民
票
の
写
し

お
よ
び
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

と
き
　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

と
こ
ろ
　
公
民
館 

２
階 

事
務
室

請
求
の
際
に
必
要
な
も
の

◉
住
民
票
の
写
し

・
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類

※

代
理
人
の
方
が
請
求
を
す
る
場
合

　
は
、
委
任
状
ま
た
は
代
理
人
選
任

　
届

◉
印
鑑
登
録
証
明
書

・
印
鑑
登
録
証（
手
帳
）

・
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類

注
意

・
役
場
の
閉
庁
日
と
公
民
館
の
閉
館

　
日
が
重
な
っ
た
と
き
は
、
交
付
が
で

　
き
ま
せ
ん
。

・
本
人
確
認
書
類
に
つ
い
て
は
事
前

　
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

・
公
民
館
で
は
、
転
出
・
死
亡
し
た

　
方
の
住
民
票
（
除
票
）の
写
し
の
交

　
付
お
よ
び
住
民
異
動
や
印
鑑
登
録

　
な
ど
の
手
続
き
は
で
き
ま
せ
ん
。

問
合
せ
先
　
役
場 

住
民
課

　
内
線
１
７
４

た
被
害
者
の
方
に
対
し
て
、何
ら
か
の

公
的
救
済
や
加
害
者
側
か
ら
の
損
害

賠
償
を
十
分
に
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
に
、
国
が
給
付
金
を
支
給

す
る
制
度
で
す
。詳
し
く
は
、
警
察
署

ま
た
は
警
察
本
部
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
津
島
警
察
署
警
務
課

　
☎
０
５
６
７（
２
４
）０
１
１
０

　
住
宅
用
地
球
温
暖
化
対
策
設
備
を

設
置
さ
れ
る
方
に
対
し
、
費
用
の
一
部

を
補
助
し
ま
す
。

補
助
対
象
者

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
で
、

申
請
年
度
内
に
設
備
の
運
用
を
開
始

で
き
る（
要
綱
に
定
め
る
期
限
ま
で
に

実
績
報
告
書
を
提
出
で
き
る
こ
と
）

方
を
補
助
対
象
と
し
ま
す
。

❶
自
ら
居
住
し
、
ま
た
は
居
住
を
予

　
令
和
３
年
の
裁
判
員
候
補
者
名
簿

に
登
録
さ
れ
た
方
に
は
、
本
年
11
月

中
旬
に
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
の

通
知（
名
簿
記
載
通
知
）を
お
送
り
し

ま
す
。（
令
和
３
年
１
月
１
日
時
点
で

20
歳
以
上
の
方
に
限
ら
れ
ま
す
。）
こ

の
通
知
は
、
来
年
２
月
ご
ろ
か
ら
の

約
１
年
間
に
裁
判
所
に
お
越
し
い
た

だ
き
、
裁
判
員
に
選
ば
れ
る
可
能
性

が
あ
る
こ
と
を
事
前
に
お
伝
え
し
、あ

ら
か
じ
め
心
積
も
り
を
し
て
い
た
だ

く
た
め
の
も
の
で
す
。

　
な
お
、
こ
の
段
階
で
は
、
ま
だ
具
体

的
な
事
件
の
裁
判
員
候
補
者
に
選
ば

れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
す

ぐ
に
裁
判
所
に
お
越
し
い
た
だ
く
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。（
実
際
に
裁
判
所

に
お
越
し
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た

場
合
に
は
、
別
途
お
知
ら
せ
し
ま

す
。）

問
合
せ
先
　
名
古
屋
地
方
裁
判
所
刑

事
部
裁
判
員
係

　
☎（
２
０
３
）８
９
１
６

　
地
域
で
子
育
て
を
支
え
合
う
お
手

伝
い
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
。子
ど
も
の

送
迎
や
一
時
預
か
り
を
行
う
有
償
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
（
１
時
間
７
０
０
円
〜
）

を
募
集
し
ま
す
。

対
象
　
町
内
、あ
ま
市
内
在
住
、満
20

歳
以
上
で
、
育
児
経
験
あ
る
い
は
保

育
士
資
格
等
を
有
す
る
方

※

養
成
講
座
の
受
講
が
必
要

養
成
講
座
（
全
日
程
受
講
が
難
し
い

場
合
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
）

と
き
　
11
月
27
日（
金
）・
30
日（
月
）

〜
12
月
３
日（
木
）午
前
９
時
30
分
〜

午
後
３
時
15
分

と
こ
ろ
　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

定
員
　
６
名

※

無
料
託
児
あ
り
（
生
後
４
カ
月
か

　
ら
未
就
学
児
。11
月
19
日
（
木
）
ま

　
で
に
要
予
約
）

申
込
方
法
　
11
月
20
日（
金
）ま
で
に

電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
あ
ま
市
・
大
治
町
広
域

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

事
務
局
　

　
☎（
４
６
２
）０
１
５
０

　
自
衛
官
等
募
集
が
行
わ
れ
ま
す
。

ご
希
望
の
方
は
、
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

募
集
項
目

❶
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

　（
推
薦
）

❷
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

　（
一
般
）

❸
自
衛
官
候
補
生

資
格

❶
中
卒（
見
込
含
む
）令
和
３
年
４
月

　
１
日
現
在
、
15
歳
以
上
17
歳
未
満

　
の
男
子
、
成
績
優
秀
か
つ
生
徒
会

　
活
動
等
に
顕
著
な
実
績
を
修
め
、

　
学
校
長
が
推
薦
で
き
る
者

❷
中
卒（
見
込
含
む
）令
和
３
年
４
月

　
１
日
現
在
、
15
歳
以
上
17
歳
未
満

　
の
男
子

❸
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
男
女

受
付
期
間

❶
11
月
１
日（
日
）〜
30
日（
月
）

❷
11
月
１
日（
日
）〜
令
和
3
年
１
月

　
６
日（
水
）

❸
年
間
を
通
じ
て
受
け
付
け

業
し
て
５
年
以
内
の
方

定
員
　
10
名（
先
着
順
）

申
込
方
法
　
11
月
６
日
（
金
）ま
で
に

弥
富
市
商
工
会
へ
事
前
申
し
込
み
が

必
要
で
す
。

受
講
料
　
無
料

問
合
せ
先
　
弥
富
市
商
工
会

　
☎
０
５
６
７（
６
５
）３
１
０
０

　
弥
富
市
役
所
商
工
観
光
課

　
☎
０
５
６
７（
６
５
）１
１
１
１

　
物
流
機
械
運
転
科
受
講
生
を
募
集

し
ま
す
。

訓
練
期
間
　
令
和
３
年
１
月
８
日

（
金
）〜
６
月
25
日（
金
）（
６
カ
月
）

募
集
科
　
物
流
機
械
運
転
科

選
考
　
筆
記
試
験
、面
接（
12
月
10
日

（
木
））

対
象
　
公
共
職
業
安
定
所
で
求
職
登

録
を
し
て
お
り
、
訓
練
受
講
が
必
要

と
認
め
ら
れ
、
自
動
車
運
転
免
許（
普

通
自
動
車
以
上
）を
取
得
し
て
い
る
方

定
員
　
20
人

受
講
料
　
無
料（
教
科
書
、作
業
服
代

等
は
自
己
負
担
）

申
込
方
法
　
11
月
30
日（
月
）ま
で
に
、

申
込
・
問
合
せ
先
　
自
衛
隊
愛
知
地

方
協
力
本
部 

一
宮
地
域
事
務
所

　
☎
０
５
８
６（
７
３
）７
５
２
２

　
弥
富
市
・
蟹
江
町
・
飛
島
村
・
大

治
町
各
商
工
会
が
主
催
し
、
４
市
町

村
の
後
援
で
創
業
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催

し
ま
す
。本
セ
ミ
ナ
ー
は
「
創
業
支
援

等
事
業
計
画
」に
基
づ
き
、
創
業
に
必

要
な
経
営
の
基
本
を
専
門
家
に
よ

り
、
分
か
り
や
す
く
学
べ
る
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
と
な
り
ま
す
。

と
き
　
11
月
14
・
21
日（
土
）、
両
日

と
も
午
後
１
時
〜
５
時

※

２
日
間
と
も
参
加
で
き
る
方
を
対

　
象
と
し
ま
す
。別
の
日
を
ご
希
望
の

　
方
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

と
こ
ろ
　
蟹
江
町
産
業
文
化
会
館
　

２
階
　

内
容
　

❶
創
業
計
画
・
事
業
計
画
の
作
成

❷
資
金
調
達
、
資
金
繰
り
計
画
の
作

　
成

❸
従
業
員
雇
用
ル
ー
ル

❹
販
売
戦
略
の
立
て
方
な
ど

対
象
　
創
業
を
予
定
し
て
い
る
方
、

創
業
・
経
営
に
興
味
の
あ
る
方
、
創

　
定
す
る
町
内
の
住
宅
に
新
た
に
補

　
助
対
象
設
備
を
設
置
す
る
方
（
既

　
に
設
置
さ
れ
て
い
る
方
、設
置
工
事

　
を
開
始
し
て
い
る
方
は
対
象
外
）

❷
町
内
に
お
い
て
自
ら
居
住
す
る
た

　
め
に
補
助
対
象
設
備
付
き
新
築
住

　
宅
を
購
入
す
る
方

※

各
補
助
対
象
設
備
に
対
す
る
補
助

　
金
の
交
付
は
、１
世
帯
に
つ
き
１
回

　
限
り
と
し
ま
す
。

そ
の
他
　
申
請
書
様
式
は
産
業
環
境

課
窓
口
で
配
布
、
ま
た
は
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

申
込
・
問
合
せ
先
　
役
場 

産
業
環
境

課
　
内
線
１
２
４

入
所
願
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

居
住
地
を
管
轄
す
る
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
他
　
説
明
会
を
ポ
リ
テ
ク
セ
ン

タ
ー
名
古
屋
港
で
11
月
11
・
18
日

（
水
）
の
午
前
９
時
30
分
か
ら
実
施

（
予
約
不
要
）

問
合
せ
先
　
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
名

古
屋
港
　
☎（
３
８
１
）２
７
７
５

　
　http://w

w
w
3.jeed.or.jp/

　
　nagoyakouw

an/poly/

◉
ペ
ッ
ト
の
ふ
ん
は
飼
い
主
が
責
任

　
を
も
っ
て
片
付
け
て
く
だ
さ
い

　
家
の
前
や
歩
道
な
ど
ペ
ッ
ト
の
ふ

ん
が
放
置
さ
れ
、
悪
臭
、
汚
れ
で
困
っ

て
い
る
と
の
苦
情
が
多
く
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
ふ
ん
な
ど
を
適
正
に
処
理
し
、
他

人
に
迷
惑
を
掛
け
な
い
よ
う
に
努
め

る
こ
と
は
飼
い
主
の
責
任
で
す
。持
ち

帰
っ
て
適
切
に
処
理
し
ま
し
ょ
う
。

◉
野
良
猫
を
世
話
し
て
い
る
方
は
餌

　
を
あ
げ
る
だ
け
で
な
く
、
責
任
を

　
も
っ
て
管
理
し
て
く
だ
さ
い

　
猫
に
餌
を
与
え
て
い
る
だ
け
で
は

な
く
、
ふ
ん
尿
を
始
末
し
て
い
ま
す

か
。あ
な
た
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
近

所
に
迷
惑
を
か
け
て
い
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。餌
の
後
片
付
け
・
ふ
ん
の
始

末
を
し
っ
か
り
と
行
い
、
人
と
猫
が
共

生
で
き
る
町
づ
く
り
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
先
　
役
場 

産
業
環
境
課

　
内
線
１
２
４

　
虐
待
と
は
「
身
体
的
虐
待
」「
性
的

虐
待
」「
心
理
的
虐
待
」「
放
棄
・
放
任

（
ネ
グ
レ
ク
ト
）」な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　
虐
待
か
も
と
思
っ
た
ら
、す
ぐ
に
お

電
話
を
く
だ
さ
い
。通
報
は
匿
名
で

行
う
こ
と
も
可
能
で
す
。通
報
し
た

人
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

　
11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間

付
を
受
け
て
い
な
い
方
は
対
象
外
で

す
。

　
ま
た
、申
請
書
提
出
後
、次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、速
や
か
に

学
校
教
育
課
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

・
私
立
高
等
学
校
を
休
学
、
転
学
ま

　
た
は
退
学
さ
れ
た
と
き

・
住
所
を
異
動
さ
れ
た
と
き

申
請
・
問
合
せ
先
　
役
場 

学
校
教
育

課
　
内
線
２
０
７
・
２
０
８

　
町
教
育
委
員
会
で
は
、
令
和
３
年

度
に
小
学
校
へ
入
学
す
る
児
童
を
対

象
に
就
学
時
健
康
診
断
と
入
学
説
明

会
を
行
い
ま
す
。

　
対
象
児
童
の
家
庭
に
は
案
内
を
郵

送
し
ま
す
の
で
、実
施
日
の
５
日
前
に

な
っ
て
も
届
い
て
い
な
い
場
合
は
学
校

教
育
課
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

と
き

　
大
治
小
学
校
　
11
月
５
日（
木
）

受
付
時
間
　
午
後
０
時
45
分
〜
１
時

10
分

入
学
説
明
会
　
午
後
１
時
10
分
〜
１

時
30
分

検
査
時
間
　
午
後
１
時
30
分
〜
３
時

虐
待
を
発
見
し
た
ら
通
報
を

創
業
セ
ミ
ナ
ー
受
講
者

ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー

名
古
屋
港
受
講
生

全
国
一
斉「
女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」強
化
週
間

ペ
ッ
ト
の
飼
い
方
に
つ
い
て

「
Ｎ
ｅ
ｔ
１
１
９
緊
急
通
報

シ
ス
テ
ム
登
録
説
明
会
」開
催

で
す
。

相
談
窓
口

◉
児
童

　
児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
１
８
９（
い
ち
は
や
く
）

　
役
場 

子
育
て
支
援
課

　
　
内
線
１
４
１

◉
高
齢
者

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎（
４
４
２
）０
８
５
７

　
役
場 

民
生
課
　
内
線
１
５
８

◉
障
害
者

　
障
害
者
相
談
支
援
事
業
所

　
☎（
４
３
３
）２
３
４
３

　
役
場 

民
生
課
　
内
線
１
６
９

　
Ｄ
Ｖ
・
セ
ク
ハ
ラ
・
ス
ト
ー
カ
ー

行
為
と
い
っ
た
女
性
に
関
す
る
人
権

問
題
に
つ
い
て
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　
強
化
週
間
中
は
、「
女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」の
電
話
回
線
を
通
常

の
相
談
時
間
を
延
長
し
て
土
・
日
曜

も
対
応
し
ま
す
。

　
相
談
内
容
の
秘
密
は
固
く
守
ら
れ

ま
す
の
で
、お
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。

と
き
　
11
月
12
日（
木
）〜
18
日（
水
）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時（
土
日
の

み
午
前
10
時
〜
午
後
５
時
）

※

強
化
週
間
以
外
の
受
付
時
間
は
、

　
平
日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

　
15
分
ま
で

相
談
専
用
電
話

　
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
☎
０
５
７
０（
０
７
０
）８
１
０

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
相
談

　
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
じ
ん
け
ん
相
談

　
＠
名
古
屋
法
務
局

　
詳
し
く
は
名
古
屋
法
務
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

＠snsjinkensoudan
※

こ
ち
ら
か
ら
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ

　
ウ
ン
ト
「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
じ
ん
け
ん
相
談
」

　
を
友
達
登
録
し
て
ご
相
談
く
だ
さ

　
い
。

問
合
せ
先
　
名
古
屋
法
務
局 

人
権
擁

護
部
　
☎（
９
５
２
）８
１
１
１

　
Ｎ
ｅ
ｔ
１
１
９
緊
急
通
報
シ
ス
テ

ム
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
か
ら
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
１
１
９
番

通
報
が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

　
海
部
東
部
消
防
組
合
管
内
を
担
当

す
る
海
部
地
方
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー

で
令
和
２
年
12
月
１
日
か
ら
運
用
開

始
に
あ
た
り
、
登
録
説
明
会
を
開
催

し
ま
す
。

対
象
者
　
聴
覚
ま
た
は
音
声
・
言
語

機
能
等
に
障
が
い
が
あ
り
、音
声
に
よ

る
１
１
９
番
通
報
が
困
難
な
方
で
、

大
治
町
・
あ
ま
市
に
在
住
の
方

※
説
明
会
参
加
の
事
前
申
込
は
不
要

　
で
す
。

※

付
き
添
い
等
で
来
ら
れ
た
際
、
密

　
集
、
密
接
を
避
け
る
た
め
に
入
場

　
制
限
を
か
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※

説
明
会
の
詳
細
は
、
海
部
東
部
消

　
防
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　（http://w
w
w
.am
atobu-119.

　jp

）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
課

　
☎（
４
４
２
）１
６
０
５

　
　（
４
４
２
）3
1
8
0

　
　shoubou@

am
atobu-119.jp

１１月７日（土）
午前１０時

とき

１１月８日（日）
午前１０時

１１月１５日（日）
午前１０時

１１月２２日（日）
午後２時

大治町総合福祉センター
多目的ホール

ところ

あま市美和文化会館　
多目的ホール

あま市七宝焼
アートヴィレッジ交流ホール

あま市甚目寺公民館
講義室

とき・ところ

102020（令和2）年11月号11 2020（令和2）年11月号

募

集

お

願

い

相

談

ス
ポ
ー
ツ

催

し

講
座
・
教
室

お
知
ら
せ

募

集

お

願

い

相

談

ス
ポ
ー
ツ

催

し

講
座
・
教
室

お
知
ら
せ



　
習
を
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

※

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡

　
大
状
況
に
よ
り
、中
止
と
さ
せ
て
い

　
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ
先
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
課

　
☎（
４
４
２
）１
６
０
５

　
　http://w

w
w
.am
atobu-

　
　119.jp

と
き
　
11
月
29
日（
日
）午
後
１
時
〜

４
時

と
こ
ろ
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消
防

本
部 

講
堂

対
象
　
大
治
町
・
あ
ま
市
に
在
住
の

方
で
15
歳
以
上
の
方

内
容
　
成
人
に
対
す
る
心
肺
蘇
生

法
、大
出
血
時
の
止
血
法

定
員
　
９
名

参
加
費
　
無
料

受
付
期
間
　
11
月
９
日（
月
）〜
22
日

（
日
）

申
込
場
所
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
署
・
北
分
署
・
南
分
署

申
込
方
法
　
救
命
講
習
受
講
申
請
書

で
受
け
付
け
ま
す
。

※

申
請
書
は
、
消
防
本
部
・
各
消
防

　
署
で
配
布
、
ま
た
は
海
部
東
部
消

　
防
本
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

　
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※

メ
ー
ル
・
電
話
・
フ
ァ
ク
ス
で
の

　
申
し
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

※

団
体
・
グ
ル
ー
プ
等
で
受
講
希
望

　
の
場
合
は
、指
導
員
が
出
向
し
、講

対
象
　
本
町
に
在
住
の
私
立
高
等
学

校
の
全
日
制
課
程
も
し
く
は
定
時
制

課
程
ま
た
は
専
修
学
校
の
高
等
課
程

に
在
籍
す
る
生
徒
の
保
護
者

補
助
金
の
額
　
年
額
１
万
円
以
内

※

３
月
末
に
振
り
込
み
予
定

申
請
に
必
要
な
も
の

❶
私
立
高
等
学
校
授
業
料
補
助
金
交

　
付
申
請
書（
様
式
第
１
）

※

学
校
で
学
校
証
明
欄
の
記
入
お
よ

　
び
証
明
が
必
要
で
す
。ま
た
、
様

　
式
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
取
得
可

　
能
で
す
。

❷
朱
肉
の
使
え
る
印
鑑

❸
保
護
者
名
義
の
預
貯
金
通
帳

❹
所
得
課
税
証
明
書

※

愛
知
県
私
立
高
等
学
校
授
業
料
軽

　
減
制
度
の
適
用
を
受
け
て
い
な
い

　
場
合
に
必
要
で
す
。

提
出
期
限
　
令
和
３
年
１
月
29
日

（
金
）

注
意
　
本
年
度
の
授
業
料
の
納
付
を

全
額
免
除
さ
れ
て
い
る
方
、
所
得
制

限
に
よ
り
国
・
県
の
補
助
金
等
の
交

30
分

※

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

　
策
の
た
め
９
月
号
よ
り
時
間
帯
等

　
を
変
更
し
て
い
ま
す
。ご
注
意
く

　
だ
さ
い
。

対
象
　
平
成
26
年
４
月
２
日
〜
27
年

４
月
１
日
生
ま
れ
の
児
童

問
合
せ
先
　
役
場 

学
校
教
育
課

　
内
線
２
０
８

　
10
月
１
日
付
け
で
、杉
戸 

江
泉 

氏

が
教
育
委
員
に
再
任
さ
れ
ま
し
た
。

任
期
は
４
年
で
す
。

　

　「
介
護
」に
つ
い
て
、
皆
さ
ん
は
考
え

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。高
齢
化
が

進
み
、
親
や
配
偶
者
な
ど
家
族
の
介

護
を
す
る
方
が
増
え
て
い
ま
す
。今
、

介
護
を
し
て
い
な
い
方
も
、
い
つ
か
家

族
の
介
護
を
す
る
立
場
に
な
っ
た
り
、

介
護
を
受
け
る
立
場
に
な
っ
た
り
す

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。介
護
は
誰
に

と
っ
て
も
身
近
な
問
題
な
の
で
す
。11

月
11
日
は「
介
護
の
日
」。そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
で
「
介
護
」
に
つ
い
て
考
え
て
み

ま
せ
ん
か
。

※

こ
の
マ
ー
ク
は
、
静
岡
県
が
考
案
し

　
た
も
の
で
、
厚
生
労
働
省
が
周
知

　
を
図
っ
て
い
ま
す
。外
出
先
で
こ
の

　
マ
ー
ク
を
見
か
け
た
ら
温
か
く
見

　
守
っ
て
く
だ
さ
い
。ま
た
、「
介
護

　
マ
ー
ク
」
を
役
場
民
生
課
お
よ
び

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
配
布

　
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ
先
　
役
場 

民
生
課

　
内
線
１
１
５
・
１
５
８

　
年
々
増
加
傾
向
に
あ
り
、
今
後
も

増
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
医
療
費
。

　
こ
の
医
療
費
は
、皆
さ
ん
が
納
め
る

保
険
税
で
賄
わ
れ
て
い
る
た
め
、医
療

費
が
増
え
続
け
る
と
、
保
険
税
の
負

担
増
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
大
切
な
医
療
費
を
無
駄
遣
い
し
な

い
よ
う
に
次
の
点
に
注
意
し
て
、適
切

な
受
診
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

・
日
頃
か
ら
健
康
づ
く
り
を
心
掛
け

　
ま
し
ょ
う
。

・
定
期
的
に
健
康
診
断
を
受
け
て
、

　
早
期
発
見･

早
期
治
療
を
心
掛
け

　
ま
し
ょ
う
。 

・
気
軽
に
相
談
に
乗
っ
て
く
れ
る
か

　
か
り
つ
け
医
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。 

・
重
複
受
診
や
は
し
ご
受
診
は
や
め

　
ま
し
ょ
う
。

・
薬
は
適
切
な
用
量
、
用
法
で
服
用

　
し
ま
し
ょ
う
。 

・
な
る
べ
く
診
療
時
間
内
に
受
診
す

　
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ
先
　
役
場 

保
険
医
療
課

　
内
線
１
７
０

　
犯
罪
抑
止
に
有
効
な
防
犯
カ
メ
ラ

の
設
置
促
進
を
図
る
た
め
、
積
極
的

に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

対
象
　
県
が
定
め
る
「
防
犯
カ
メ
ラ

の
設
置
及
び
運
用
に
関
す
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」の
ほ
か
町
が
要
綱
に
定
め
る

条
件
、
遵
守
事
項
等
を
遵
守
で
き
る

❶
❷
の
方

❶
総
代
お
よ
び
地
区
総
代
の
方

　
当
該
自
治
組
織
の
承
認
を
受
け
て
、

　
管
轄
す
る
公
共
的
な
施
設
に
設
置

　
す
る
場
合

❷
町
内
に
所
在
す
る
物
件
の
う
ち
、

　
次
の
項
目
に
該
当
す
る
方

・
戸
数
４
戸
以
上
の
分
譲
マ
ン
シ
ョ

　
ン
の
管
理
組
合

・
戸
数
４
戸
以
上
の
賃
貸
共
同
住
宅

　（
社
宅
、寮
等
を
除
く
）の
所
有
者

・
自
動
車
４
台
以
上
を
駐
車
可
能
な

　
貸
し
駐
車
場
の
所
有
者

※

補
助
金
の
交
付
申
請
は
、
補
助
対

　
象
者
に
つ
き
同
一
年
度
内
に
１
回

　
限
り
、
ま
た
同
一
敷
地
内
へ
の
補
助

　
は
１
回
限
り
と
し
ま
す
。

受
付
期
間
　
令
和
３
年
２
月
末
日
ま

で補
助
金
額
　
防
犯
カ
メ
ラ
等
購
入
設

◉
被
害
相
談

　
警
察
で
は
各
種
相
談
窓
口
を
開
設

し
、
犯
罪
被
害
者
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま

な
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。（
左
表
参

照
）

◉
犯
罪
被
害
給
付
制
度

　
故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
家
族

を
亡
く
さ
れ
た
ご
遺
族
、
重
傷
病
を

負
っ
た
り
後
遺
障
害
が
残
っ
た
り
し

置
金
額
の
２
分
の
１
以
内
で
、
５
万

円
を
限
度
額
と
し
ま
す
。（
１
０
０
０

円
未
満
切
り
捨
て
）

※

維
持
管
理
費
用
、
地
代
・
占
用
料

　
等
は
除
く

申
請
方
法
等
　
防
犯
カ
メ
ラ
等
を
設

置
し
よ
う
と
す
る
方
は
、
必
ず
、
事
前

に
役
場
防
災
危
機
管
理
課
へ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。（
取
り
付
け
後
の
受
け
付

け
は
い
た
し
ま
せ
ん
。）

申
込
・
問
合
せ
先
　
役
場 

防
災
危
機

管
理
課
　
内
線
１
５
１
・
１
５
２

　
11
月
25
日
か
ら
12
月
１
日
は
犯
罪

被
害
者
週
間
で
す
。

　
犯
罪
被
害
者
は
、
被
害
後
に
生
じ

る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題（
身
体
不
調
、
経

済
的
困
窮
な
ど
）に
苦
し
め
ら
れ
て
い

ま
す
。犯
罪
防
止
や
犯
罪
被
害
者
の

方
の
た
め
に
何
が
で
き
る
か
を
考
え

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
役
場
の
閉
庁
日
で
も
公
民
館
が
開

館
し
て
い
る
と
き
は
、
住
民
票
の
写
し

お
よ
び
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

と
き
　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

と
こ
ろ
　
公
民
館 

２
階 

事
務
室

請
求
の
際
に
必
要
な
も
の

◉
住
民
票
の
写
し

・
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類

※

代
理
人
の
方
が
請
求
を
す
る
場
合

　
は
、
委
任
状
ま
た
は
代
理
人
選
任

　
届

◉
印
鑑
登
録
証
明
書

・
印
鑑
登
録
証（
手
帳
）

・
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類

注
意

・
役
場
の
閉
庁
日
と
公
民
館
の
閉
館

　
日
が
重
な
っ
た
と
き
は
、
交
付
が
で

　
き
ま
せ
ん
。

・
本
人
確
認
書
類
に
つ
い
て
は
事
前

　
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

・
公
民
館
で
は
、
転
出
・
死
亡
し
た

　
方
の
住
民
票
（
除
票
）の
写
し
の
交

　
付
お
よ
び
住
民
異
動
や
印
鑑
登
録

　
な
ど
の
手
続
き
は
で
き
ま
せ
ん
。

問
合
せ
先
　
役
場 

住
民
課

　
内
線
１
７
４

た
被
害
者
の
方
に
対
し
て
、何
ら
か
の

公
的
救
済
や
加
害
者
側
か
ら
の
損
害

賠
償
を
十
分
に
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
に
、
国
が
給
付
金
を
支
給

す
る
制
度
で
す
。詳
し
く
は
、
警
察
署

ま
た
は
警
察
本
部
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
津
島
警
察
署
警
務
課

　
☎
０
５
６
７（
２
４
）０
１
１
０

　
住
宅
用
地
球
温
暖
化
対
策
設
備
を

設
置
さ
れ
る
方
に
対
し
、
費
用
の
一
部

を
補
助
し
ま
す
。

補
助
対
象
者

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
で
、

申
請
年
度
内
に
設
備
の
運
用
を
開
始

で
き
る（
要
綱
に
定
め
る
期
限
ま
で
に

実
績
報
告
書
を
提
出
で
き
る
こ
と
）

方
を
補
助
対
象
と
し
ま
す
。

❶
自
ら
居
住
し
、
ま
た
は
居
住
を
予

　
令
和
３
年
の
裁
判
員
候
補
者
名
簿

に
登
録
さ
れ
た
方
に
は
、
本
年
11
月

中
旬
に
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
の

通
知（
名
簿
記
載
通
知
）を
お
送
り
し

ま
す
。（
令
和
３
年
１
月
１
日
時
点
で

20
歳
以
上
の
方
に
限
ら
れ
ま
す
。）
こ

の
通
知
は
、
来
年
２
月
ご
ろ
か
ら
の

約
１
年
間
に
裁
判
所
に
お
越
し
い
た

だ
き
、
裁
判
員
に
選
ば
れ
る
可
能
性

が
あ
る
こ
と
を
事
前
に
お
伝
え
し
、あ

ら
か
じ
め
心
積
も
り
を
し
て
い
た
だ

く
た
め
の
も
の
で
す
。

　
な
お
、
こ
の
段
階
で
は
、
ま
だ
具
体

的
な
事
件
の
裁
判
員
候
補
者
に
選
ば

れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
す

ぐ
に
裁
判
所
に
お
越
し
い
た
だ
く
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。（
実
際
に
裁
判
所

に
お
越
し
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た

場
合
に
は
、
別
途
お
知
ら
せ
し
ま

す
。）

問
合
せ
先
　
名
古
屋
地
方
裁
判
所
刑

事
部
裁
判
員
係

　
☎（
２
０
３
）８
９
１
６

　
地
域
で
子
育
て
を
支
え
合
う
お
手

伝
い
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
。子
ど
も
の

送
迎
や
一
時
預
か
り
を
行
う
有
償
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
（
１
時
間
７
０
０
円
〜
）

を
募
集
し
ま
す
。

対
象
　
町
内
、あ
ま
市
内
在
住
、満
20

歳
以
上
で
、
育
児
経
験
あ
る
い
は
保

育
士
資
格
等
を
有
す
る
方

※

養
成
講
座
の
受
講
が
必
要

養
成
講
座
（
全
日
程
受
講
が
難
し
い

場
合
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
）

と
き
　
11
月
27
日（
金
）・
30
日（
月
）

〜
12
月
３
日（
木
）午
前
９
時
30
分
〜

午
後
３
時
15
分

と
こ
ろ
　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

定
員
　
６
名

※

無
料
託
児
あ
り
（
生
後
４
カ
月
か

　
ら
未
就
学
児
。11
月
19
日
（
木
）
ま

　
で
に
要
予
約
）

申
込
方
法
　
11
月
20
日（
金
）ま
で
に

電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
あ
ま
市
・
大
治
町
広
域

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

事
務
局
　

　
☎（
４
６
２
）０
１
５
０

　
自
衛
官
等
募
集
が
行
わ
れ
ま
す
。

ご
希
望
の
方
は
、
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

募
集
項
目

❶
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

　（
推
薦
）

❷
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

　（
一
般
）

❸
自
衛
官
候
補
生

資
格

❶
中
卒（
見
込
含
む
）令
和
３
年
４
月

　
１
日
現
在
、
15
歳
以
上
17
歳
未
満

　
の
男
子
、
成
績
優
秀
か
つ
生
徒
会

　
活
動
等
に
顕
著
な
実
績
を
修
め
、

　
学
校
長
が
推
薦
で
き
る
者

❷
中
卒（
見
込
含
む
）令
和
３
年
４
月

　
１
日
現
在
、
15
歳
以
上
17
歳
未
満

　
の
男
子

❸
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
男
女

受
付
期
間

❶
11
月
１
日（
日
）〜
30
日（
月
）

❷
11
月
１
日（
日
）〜
令
和
3
年
１
月

　
６
日（
水
）

❸
年
間
を
通
じ
て
受
け
付
け

業
し
て
５
年
以
内
の
方

定
員
　
10
名（
先
着
順
）

申
込
方
法
　
11
月
６
日
（
金
）ま
で
に

弥
富
市
商
工
会
へ
事
前
申
し
込
み
が

必
要
で
す
。

受
講
料
　
無
料

問
合
せ
先
　
弥
富
市
商
工
会

　
☎
０
５
６
７（
６
５
）３
１
０
０

　
弥
富
市
役
所
商
工
観
光
課

　
☎
０
５
６
７（
６
５
）１
１
１
１

　
物
流
機
械
運
転
科
受
講
生
を
募
集

し
ま
す
。

訓
練
期
間
　
令
和
３
年
１
月
８
日

（
金
）〜
６
月
25
日（
金
）（
６
カ
月
）

募
集
科
　
物
流
機
械
運
転
科

選
考
　
筆
記
試
験
、面
接（
12
月
10
日

（
木
））

対
象
　
公
共
職
業
安
定
所
で
求
職
登

録
を
し
て
お
り
、
訓
練
受
講
が
必
要

と
認
め
ら
れ
、
自
動
車
運
転
免
許（
普

通
自
動
車
以
上
）を
取
得
し
て
い
る
方

定
員
　
20
人

受
講
料
　
無
料（
教
科
書
、作
業
服
代

等
は
自
己
負
担
）

申
込
方
法
　
11
月
30
日（
月
）ま
で
に
、

申
込
・
問
合
せ
先
　
自
衛
隊
愛
知
地

方
協
力
本
部 

一
宮
地
域
事
務
所

　
☎
０
５
８
６（
７
３
）７
５
２
２

　
弥
富
市
・
蟹
江
町
・
飛
島
村
・
大

治
町
各
商
工
会
が
主
催
し
、
４
市
町

村
の
後
援
で
創
業
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催

し
ま
す
。本
セ
ミ
ナ
ー
は
「
創
業
支
援

等
事
業
計
画
」に
基
づ
き
、
創
業
に
必

要
な
経
営
の
基
本
を
専
門
家
に
よ

り
、
分
か
り
や
す
く
学
べ
る
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
と
な
り
ま
す
。

と
き
　
11
月
14
・
21
日（
土
）、
両
日

と
も
午
後
１
時
〜
５
時

※

２
日
間
と
も
参
加
で
き
る
方
を
対

　
象
と
し
ま
す
。別
の
日
を
ご
希
望
の

　
方
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

と
こ
ろ
　
蟹
江
町
産
業
文
化
会
館
　

２
階
　

内
容
　

❶
創
業
計
画
・
事
業
計
画
の
作
成

❷
資
金
調
達
、
資
金
繰
り
計
画
の
作

　
成

❸
従
業
員
雇
用
ル
ー
ル

❹
販
売
戦
略
の
立
て
方
な
ど

対
象
　
創
業
を
予
定
し
て
い
る
方
、

創
業
・
経
営
に
興
味
の
あ
る
方
、
創

　
定
す
る
町
内
の
住
宅
に
新
た
に
補

　
助
対
象
設
備
を
設
置
す
る
方
（
既

　
に
設
置
さ
れ
て
い
る
方
、設
置
工
事

　
を
開
始
し
て
い
る
方
は
対
象
外
）

❷
町
内
に
お
い
て
自
ら
居
住
す
る
た

　
め
に
補
助
対
象
設
備
付
き
新
築
住

　
宅
を
購
入
す
る
方

※

各
補
助
対
象
設
備
に
対
す
る
補
助

　
金
の
交
付
は
、１
世
帯
に
つ
き
１
回

　
限
り
と
し
ま
す
。

そ
の
他
　
申
請
書
様
式
は
産
業
環
境

課
窓
口
で
配
布
、
ま
た
は
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

申
込
・
問
合
せ
先
　
役
場 

産
業
環
境

課
　
内
線
１
２
４

入
所
願
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

居
住
地
を
管
轄
す
る
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
他
　
説
明
会
を
ポ
リ
テ
ク
セ
ン

タ
ー
名
古
屋
港
で
11
月
11
・
18
日

（
水
）
の
午
前
９
時
30
分
か
ら
実
施

（
予
約
不
要
）

問
合
せ
先
　
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
名

古
屋
港
　
☎（
３
８
１
）２
７
７
５

　
　http://w

w
w
3.jeed.or.jp/

　
　nagoyakouw

an/poly/

◉
ペ
ッ
ト
の
ふ
ん
は
飼
い
主
が
責
任

　
を
も
っ
て
片
付
け
て
く
だ
さ
い

　
家
の
前
や
歩
道
な
ど
ペ
ッ
ト
の
ふ

ん
が
放
置
さ
れ
、
悪
臭
、
汚
れ
で
困
っ

て
い
る
と
の
苦
情
が
多
く
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
ふ
ん
な
ど
を
適
正
に
処
理
し
、
他

人
に
迷
惑
を
掛
け
な
い
よ
う
に
努
め

る
こ
と
は
飼
い
主
の
責
任
で
す
。持
ち

帰
っ
て
適
切
に
処
理
し
ま
し
ょ
う
。

◉
野
良
猫
を
世
話
し
て
い
る
方
は
餌

　
を
あ
げ
る
だ
け
で
な
く
、
責
任
を

　
も
っ
て
管
理
し
て
く
だ
さ
い

　
猫
に
餌
を
与
え
て
い
る
だ
け
で
は

な
く
、
ふ
ん
尿
を
始
末
し
て
い
ま
す

か
。あ
な
た
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
近

所
に
迷
惑
を
か
け
て
い
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。餌
の
後
片
付
け
・
ふ
ん
の
始

末
を
し
っ
か
り
と
行
い
、
人
と
猫
が
共

生
で
き
る
町
づ
く
り
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
先
　
役
場 

産
業
環
境
課

　
内
線
１
２
４

　
虐
待
と
は
「
身
体
的
虐
待
」「
性
的

虐
待
」「
心
理
的
虐
待
」「
放
棄
・
放
任

（
ネ
グ
レ
ク
ト
）」な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　
虐
待
か
も
と
思
っ
た
ら
、す
ぐ
に
お

電
話
を
く
だ
さ
い
。通
報
は
匿
名
で

行
う
こ
と
も
可
能
で
す
。通
報
し
た

人
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

　
11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間

付
を
受
け
て
い
な
い
方
は
対
象
外
で

す
。

　
ま
た
、申
請
書
提
出
後
、次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、速
や
か
に

学
校
教
育
課
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

・
私
立
高
等
学
校
を
休
学
、
転
学
ま

　
た
は
退
学
さ
れ
た
と
き

・
住
所
を
異
動
さ
れ
た
と
き

申
請
・
問
合
せ
先
　
役
場 

学
校
教
育

課
　
内
線
２
０
７
・
２
０
８

　
町
教
育
委
員
会
で
は
、
令
和
３
年

度
に
小
学
校
へ
入
学
す
る
児
童
を
対

象
に
就
学
時
健
康
診
断
と
入
学
説
明

会
を
行
い
ま
す
。

　
対
象
児
童
の
家
庭
に
は
案
内
を
郵

送
し
ま
す
の
で
、実
施
日
の
５
日
前
に

な
っ
て
も
届
い
て
い
な
い
場
合
は
学
校

教
育
課
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

と
き

　
大
治
小
学
校
　
11
月
５
日（
木
）

受
付
時
間
　
午
後
０
時
45
分
〜
１
時

10
分

入
学
説
明
会
　
午
後
１
時
10
分
〜
１

時
30
分

検
査
時
間
　
午
後
１
時
30
分
〜
３
時

虐
待
を
発
見
し
た
ら
通
報
を

創
業
セ
ミ
ナ
ー
受
講
者

ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー

名
古
屋
港
受
講
生

全
国
一
斉「
女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」強
化
週
間

ペ
ッ
ト
の
飼
い
方
に
つ
い
て

「
Ｎ
ｅ
ｔ
１
１
９
緊
急
通
報

シ
ス
テ
ム
登
録
説
明
会
」開
催

で
す
。

相
談
窓
口

◉
児
童

　
児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
１
８
９（
い
ち
は
や
く
）

　
役
場 
子
育
て
支
援
課

　
　
内
線
１
４
１

◉
高
齢
者

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎（
４
４
２
）０
８
５
７

　
役
場 

民
生
課
　
内
線
１
５
８

◉
障
害
者

　
障
害
者
相
談
支
援
事
業
所

　
☎（
４
３
３
）２
３
４
３

　
役
場 

民
生
課
　
内
線
１
６
９

　
Ｄ
Ｖ
・
セ
ク
ハ
ラ
・
ス
ト
ー
カ
ー

行
為
と
い
っ
た
女
性
に
関
す
る
人
権

問
題
に
つ
い
て
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　
強
化
週
間
中
は
、「
女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」の
電
話
回
線
を
通
常

の
相
談
時
間
を
延
長
し
て
土
・
日
曜

も
対
応
し
ま
す
。

　
相
談
内
容
の
秘
密
は
固
く
守
ら
れ

ま
す
の
で
、お
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。

と
き
　
11
月
12
日（
木
）〜
18
日（
水
）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時（
土
日
の

み
午
前
10
時
〜
午
後
５
時
）

※

強
化
週
間
以
外
の
受
付
時
間
は
、

　
平
日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

　
15
分
ま
で

相
談
専
用
電
話

　
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
☎
０
５
７
０（
０
７
０
）８
１
０

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
相
談

　
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
じ
ん
け
ん
相
談

　
＠
名
古
屋
法
務
局

　
詳
し
く
は
名
古
屋
法
務
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

＠snsjinkensoudan
※

こ
ち
ら
か
ら
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ

　
ウ
ン
ト
「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
じ
ん
け
ん
相
談
」

　
を
友
達
登
録
し
て
ご
相
談
く
だ
さ

　
い
。

問
合
せ
先
　
名
古
屋
法
務
局 

人
権
擁

護
部
　
☎（
９
５
２
）８
１
１
１

　
Ｎ
ｅ
ｔ
１
１
９
緊
急
通
報
シ
ス
テ

ム
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
か
ら
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
１
１
９
番

通
報
が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

　
海
部
東
部
消
防
組
合
管
内
を
担
当

す
る
海
部
地
方
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー

で
令
和
２
年
12
月
１
日
か
ら
運
用
開

始
に
あ
た
り
、
登
録
説
明
会
を
開
催

し
ま
す
。

対
象
者
　
聴
覚
ま
た
は
音
声
・
言
語

機
能
等
に
障
が
い
が
あ
り
、音
声
に
よ

る
１
１
９
番
通
報
が
困
難
な
方
で
、

大
治
町
・
あ
ま
市
に
在
住
の
方

※

説
明
会
参
加
の
事
前
申
込
は
不
要

　
で
す
。

※

付
き
添
い
等
で
来
ら
れ
た
際
、
密

　
集
、
密
接
を
避
け
る
た
め
に
入
場

　
制
限
を
か
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※

説
明
会
の
詳
細
は
、
海
部
東
部
消

　
防
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　（http://w
w
w
.am
atobu-119.

　jp

）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
課

　
☎（
４
４
２
）１
６
０
５

　
　（
４
４
２
）3
1
8
0

　
　shoubou@

am
atobu-119.jp

１１月７日（土）
午前１０時

とき

１１月８日（日）
午前１０時

１１月１５日（日）
午前１０時

１１月２２日（日）
午後２時

大治町総合福祉センター
多目的ホール

ところ

あま市美和文化会館　
多目的ホール

あま市七宝焼
アートヴィレッジ交流ホール

あま市甚目寺公民館
講義室

とき・ところ

102020（令和2）年11月号11 2020（令和2）年11月号

募

集

お

願

い

相

談

ス
ポ
ー
ツ

催

し

講
座
・
教
室

お
知
ら
せ

募

集

お

願

い

相

談

ス
ポ
ー
ツ

催

し

講
座
・
教
室

お
知
ら
せ



幅広いキャッシュレス決済サービスが使えます

ＩＣカード
（電子マネー）

ＱＲコード
決済

クレジット
カード

IC
CARD

PAY CREDIT
CARD 　

習
を
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

※

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡

　
大
状
況
に
よ
り
、中
止
と
さ
せ
て
い

　
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ
先
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
課

　
☎（
４
４
２
）１
６
０
５

　
　http://w

w
w
.am
atobu-

　
　119.jp

と
き
　
11
月
29
日（
日
）午
後
１
時
〜

４
時

と
こ
ろ
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消
防

本
部 

講
堂

対
象
　
大
治
町
・
あ
ま
市
に
在
住
の

方
で
15
歳
以
上
の
方

内
容
　
成
人
に
対
す
る
心
肺
蘇
生

法
、大
出
血
時
の
止
血
法

定
員
　
９
名

参
加
費
　
無
料

受
付
期
間
　
11
月
９
日（
月
）〜
22
日

（
日
）

申
込
場
所
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
署
・
北
分
署
・
南
分
署

申
込
方
法
　
救
命
講
習
受
講
申
請
書

で
受
け
付
け
ま
す
。

※

申
請
書
は
、
消
防
本
部
・
各
消
防

　
署
で
配
布
、
ま
た
は
海
部
東
部
消

　
防
本
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

　
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※

メ
ー
ル
・
電
話
・
フ
ァ
ク
ス
で
の

　
申
し
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

※

団
体
・
グ
ル
ー
プ
等
で
受
講
希
望

　
の
場
合
は
、指
導
員
が
出
向
し
、講

対
象
　
本
町
に
在
住
の
私
立
高
等
学

校
の
全
日
制
課
程
も
し
く
は
定
時
制

課
程
ま
た
は
専
修
学
校
の
高
等
課
程

に
在
籍
す
る
生
徒
の
保
護
者

補
助
金
の
額
　
年
額
１
万
円
以
内

※

３
月
末
に
振
り
込
み
予
定

申
請
に
必
要
な
も
の

❶
私
立
高
等
学
校
授
業
料
補
助
金
交

　
付
申
請
書（
様
式
第
１
）

※

学
校
で
学
校
証
明
欄
の
記
入
お
よ

　
び
証
明
が
必
要
で
す
。ま
た
、
様

　
式
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
取
得
可

　
能
で
す
。

❷
朱
肉
の
使
え
る
印
鑑

❸
保
護
者
名
義
の
預
貯
金
通
帳

❹
所
得
課
税
証
明
書

※

愛
知
県
私
立
高
等
学
校
授
業
料
軽

　
減
制
度
の
適
用
を
受
け
て
い
な
い

　
場
合
に
必
要
で
す
。

提
出
期
限
　
令
和
３
年
１
月
29
日

（
金
）

注
意
　
本
年
度
の
授
業
料
の
納
付
を

全
額
免
除
さ
れ
て
い
る
方
、
所
得
制

限
に
よ
り
国
・
県
の
補
助
金
等
の
交

30
分

※

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

　
策
の
た
め
９
月
号
よ
り
時
間
帯
等

　
を
変
更
し
て
い
ま
す
。ご
注
意
く

　
だ
さ
い
。

対
象
　
平
成
26
年
４
月
２
日
〜
27
年

４
月
１
日
生
ま
れ
の
児
童

問
合
せ
先
　
役
場 

学
校
教
育
課

　
内
線
２
０
８

　
10
月
１
日
付
け
で
、杉
戸 

江
泉 

氏

が
教
育
委
員
に
再
任
さ
れ
ま
し
た
。

任
期
は
４
年
で
す
。

　

　「
介
護
」に
つ
い
て
、
皆
さ
ん
は
考
え

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。高
齢
化
が

進
み
、
親
や
配
偶
者
な
ど
家
族
の
介

護
を
す
る
方
が
増
え
て
い
ま
す
。今
、

介
護
を
し
て
い
な
い
方
も
、
い
つ
か
家

族
の
介
護
を
す
る
立
場
に
な
っ
た
り
、

介
護
を
受
け
る
立
場
に
な
っ
た
り
す

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。介
護
は
誰
に

と
っ
て
も
身
近
な
問
題
な
の
で
す
。11

月
11
日
は「
介
護
の
日
」。そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
で
「
介
護
」
に
つ
い
て
考
え
て
み

ま
せ
ん
か
。

※

こ
の
マ
ー
ク
は
、
静
岡
県
が
考
案
し

　
た
も
の
で
、
厚
生
労
働
省
が
周
知

　
を
図
っ
て
い
ま
す
。外
出
先
で
こ
の

　
マ
ー
ク
を
見
か
け
た
ら
温
か
く
見

　
守
っ
て
く
だ
さ
い
。ま
た
、「
介
護

　
マ
ー
ク
」
を
役
場
民
生
課
お
よ
び

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
配
布

　
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ
先
　
役
場 

民
生
課

　
内
線
１
１
５
・
１
５
８

　
年
々
増
加
傾
向
に
あ
り
、
今
後
も

増
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
医
療
費
。

　
こ
の
医
療
費
は
、皆
さ
ん
が
納
め
る

保
険
税
で
賄
わ
れ
て
い
る
た
め
、医
療

費
が
増
え
続
け
る
と
、
保
険
税
の
負

担
増
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
大
切
な
医
療
費
を
無
駄
遣
い
し
な

い
よ
う
に
次
の
点
に
注
意
し
て
、適
切

な
受
診
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

・
日
頃
か
ら
健
康
づ
く
り
を
心
掛
け

　
ま
し
ょ
う
。

・
定
期
的
に
健
康
診
断
を
受
け
て
、

　
早
期
発
見･

早
期
治
療
を
心
掛
け

　
ま
し
ょ
う
。 

・
気
軽
に
相
談
に
乗
っ
て
く
れ
る
か

　
か
り
つ
け
医
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。 

・
重
複
受
診
や
は
し
ご
受
診
は
や
め

　
ま
し
ょ
う
。

・
薬
は
適
切
な
用
量
、
用
法
で
服
用

　
し
ま
し
ょ
う
。 

・
な
る
べ
く
診
療
時
間
内
に
受
診
す

　
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ
先
　
役
場 

保
険
医
療
課

　
内
線
１
７
０

　
犯
罪
抑
止
に
有
効
な
防
犯
カ
メ
ラ

の
設
置
促
進
を
図
る
た
め
、
積
極
的

に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

対
象
　
県
が
定
め
る
「
防
犯
カ
メ
ラ

の
設
置
及
び
運
用
に
関
す
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」の
ほ
か
町
が
要
綱
に
定
め
る

条
件
、
遵
守
事
項
等
を
遵
守
で
き
る

❶
❷
の
方

❶
総
代
お
よ
び
地
区
総
代
の
方

　
当
該
自
治
組
織
の
承
認
を
受
け
て
、

　
管
轄
す
る
公
共
的
な
施
設
に
設
置

　
す
る
場
合

❷
町
内
に
所
在
す
る
物
件
の
う
ち
、

　
次
の
項
目
に
該
当
す
る
方

・
戸
数
４
戸
以
上
の
分
譲
マ
ン
シ
ョ

　
ン
の
管
理
組
合

・
戸
数
４
戸
以
上
の
賃
貸
共
同
住
宅

　（
社
宅
、寮
等
を
除
く
）の
所
有
者

・
自
動
車
４
台
以
上
を
駐
車
可
能
な

　
貸
し
駐
車
場
の
所
有
者

※

補
助
金
の
交
付
申
請
は
、
補
助
対

　
象
者
に
つ
き
同
一
年
度
内
に
１
回

　
限
り
、
ま
た
同
一
敷
地
内
へ
の
補
助

　
は
１
回
限
り
と
し
ま
す
。

受
付
期
間
　
令
和
３
年
２
月
末
日
ま

で補
助
金
額
　
防
犯
カ
メ
ラ
等
購
入
設

◉
被
害
相
談

　
警
察
で
は
各
種
相
談
窓
口
を
開
設

し
、
犯
罪
被
害
者
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま

な
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。（
左
表
参

照
）

◉
犯
罪
被
害
給
付
制
度

　
故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
家
族

を
亡
く
さ
れ
た
ご
遺
族
、
重
傷
病
を

負
っ
た
り
後
遺
障
害
が
残
っ
た
り
し

置
金
額
の
２
分
の
１
以
内
で
、
５
万

円
を
限
度
額
と
し
ま
す
。（
１
０
０
０

円
未
満
切
り
捨
て
）

※

維
持
管
理
費
用
、
地
代
・
占
用
料

　
等
は
除
く

申
請
方
法
等
　
防
犯
カ
メ
ラ
等
を
設

置
し
よ
う
と
す
る
方
は
、
必
ず
、
事
前

に
役
場
防
災
危
機
管
理
課
へ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。（
取
り
付
け
後
の
受
け
付

け
は
い
た
し
ま
せ
ん
。）

申
込
・
問
合
せ
先
　
役
場 

防
災
危
機

管
理
課
　
内
線
１
５
１
・
１
５
２

　
11
月
25
日
か
ら
12
月
１
日
は
犯
罪

被
害
者
週
間
で
す
。

　
犯
罪
被
害
者
は
、
被
害
後
に
生
じ

る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題（
身
体
不
調
、
経

済
的
困
窮
な
ど
）に
苦
し
め
ら
れ
て
い

ま
す
。犯
罪
防
止
や
犯
罪
被
害
者
の

方
の
た
め
に
何
が
で
き
る
か
を
考
え

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
役
場
の
閉
庁
日
で
も
公
民
館
が
開

館
し
て
い
る
と
き
は
、
住
民
票
の
写
し

お
よ
び
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

と
き
　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

と
こ
ろ
　
公
民
館 

２
階 

事
務
室

請
求
の
際
に
必
要
な
も
の

◉
住
民
票
の
写
し

・
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類

※

代
理
人
の
方
が
請
求
を
す
る
場
合

　
は
、
委
任
状
ま
た
は
代
理
人
選
任

　
届

◉
印
鑑
登
録
証
明
書

・
印
鑑
登
録
証（
手
帳
）

・
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類

注
意

・
役
場
の
閉
庁
日
と
公
民
館
の
閉
館

　
日
が
重
な
っ
た
と
き
は
、
交
付
が
で

　
き
ま
せ
ん
。

・
本
人
確
認
書
類
に
つ
い
て
は
事
前

　
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

・
公
民
館
で
は
、
転
出
・
死
亡
し
た

　
方
の
住
民
票
（
除
票
）の
写
し
の
交

　
付
お
よ
び
住
民
異
動
や
印
鑑
登
録

　
な
ど
の
手
続
き
は
で
き
ま
せ
ん
。

問
合
せ
先
　
役
場 

住
民
課

　
内
線
１
７
４

た
被
害
者
の
方
に
対
し
て
、何
ら
か
の

公
的
救
済
や
加
害
者
側
か
ら
の
損
害

賠
償
を
十
分
に
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
に
、
国
が
給
付
金
を
支
給

す
る
制
度
で
す
。詳
し
く
は
、
警
察
署

ま
た
は
警
察
本
部
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
津
島
警
察
署
警
務
課

　
☎
０
５
６
７（
２
４
）０
１
１
０

　
住
宅
用
地
球
温
暖
化
対
策
設
備
を

設
置
さ
れ
る
方
に
対
し
、
費
用
の
一
部

を
補
助
し
ま
す
。

補
助
対
象
者

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
で
、

申
請
年
度
内
に
設
備
の
運
用
を
開
始

で
き
る（
要
綱
に
定
め
る
期
限
ま
で
に

実
績
報
告
書
を
提
出
で
き
る
こ
と
）

方
を
補
助
対
象
と
し
ま
す
。

❶
自
ら
居
住
し
、
ま
た
は
居
住
を
予

　
令
和
３
年
の
裁
判
員
候
補
者
名
簿

に
登
録
さ
れ
た
方
に
は
、
本
年
11
月

中
旬
に
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
の

通
知（
名
簿
記
載
通
知
）を
お
送
り
し

ま
す
。（
令
和
３
年
１
月
１
日
時
点
で

20
歳
以
上
の
方
に
限
ら
れ
ま
す
。）
こ

の
通
知
は
、
来
年
２
月
ご
ろ
か
ら
の

約
１
年
間
に
裁
判
所
に
お
越
し
い
た

だ
き
、
裁
判
員
に
選
ば
れ
る
可
能
性

が
あ
る
こ
と
を
事
前
に
お
伝
え
し
、あ

ら
か
じ
め
心
積
も
り
を
し
て
い
た
だ

く
た
め
の
も
の
で
す
。

　
な
お
、
こ
の
段
階
で
は
、
ま
だ
具
体

的
な
事
件
の
裁
判
員
候
補
者
に
選
ば

れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
す

ぐ
に
裁
判
所
に
お
越
し
い
た
だ
く
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。（
実
際
に
裁
判
所

に
お
越
し
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た

場
合
に
は
、
別
途
お
知
ら
せ
し
ま

す
。）

問
合
せ
先
　
名
古
屋
地
方
裁
判
所
刑

事
部
裁
判
員
係

　
☎（
２
０
３
）８
９
１
６

　
地
域
で
子
育
て
を
支
え
合
う
お
手

伝
い
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
。子
ど
も
の

送
迎
や
一
時
預
か
り
を
行
う
有
償
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
（
１
時
間
７
０
０
円
〜
）

を
募
集
し
ま
す
。

対
象
　
町
内
、あ
ま
市
内
在
住
、満
20

歳
以
上
で
、
育
児
経
験
あ
る
い
は
保

育
士
資
格
等
を
有
す
る
方

※

養
成
講
座
の
受
講
が
必
要

養
成
講
座
（
全
日
程
受
講
が
難
し
い

場
合
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
）

と
き
　
11
月
27
日（
金
）・
30
日（
月
）

〜
12
月
３
日（
木
）午
前
９
時
30
分
〜

午
後
３
時
15
分

と
こ
ろ
　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

定
員
　
６
名

※

無
料
託
児
あ
り
（
生
後
４
カ
月
か

　
ら
未
就
学
児
。11
月
19
日
（
木
）
ま

　
で
に
要
予
約
）

申
込
方
法
　
11
月
20
日（
金
）ま
で
に

電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
あ
ま
市
・
大
治
町
広
域

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

事
務
局
　

　
☎（
４
６
２
）０
１
５
０

　
自
衛
官
等
募
集
が
行
わ
れ
ま
す
。

ご
希
望
の
方
は
、
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

募
集
項
目

❶
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

　（
推
薦
）

❷
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

　（
一
般
）

❸
自
衛
官
候
補
生

資
格

❶
中
卒（
見
込
含
む
）令
和
３
年
４
月

　
１
日
現
在
、
15
歳
以
上
17
歳
未
満

　
の
男
子
、
成
績
優
秀
か
つ
生
徒
会

　
活
動
等
に
顕
著
な
実
績
を
修
め
、

　
学
校
長
が
推
薦
で
き
る
者

❷
中
卒（
見
込
含
む
）令
和
３
年
４
月

　
１
日
現
在
、
15
歳
以
上
17
歳
未
満

　
の
男
子

❸
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
男
女

受
付
期
間

❶
11
月
１
日（
日
）〜
30
日（
月
）

❷
11
月
１
日（
日
）〜
令
和
3
年
１
月

　
６
日（
水
）

❸
年
間
を
通
じ
て
受
け
付
け

業
し
て
５
年
以
内
の
方

定
員
　
10
名（
先
着
順
）

申
込
方
法
　
11
月
６
日
（
金
）ま
で
に

弥
富
市
商
工
会
へ
事
前
申
し
込
み
が

必
要
で
す
。

受
講
料
　
無
料

問
合
せ
先
　
弥
富
市
商
工
会

　
☎
０
５
６
７（
６
５
）３
１
０
０

　
弥
富
市
役
所
商
工
観
光
課

　
☎
０
５
６
７（
６
５
）１
１
１
１

　
物
流
機
械
運
転
科
受
講
生
を
募
集

し
ま
す
。

訓
練
期
間
　
令
和
３
年
１
月
８
日

（
金
）〜
６
月
25
日（
金
）（
６
カ
月
）

募
集
科
　
物
流
機
械
運
転
科

選
考
　
筆
記
試
験
、面
接（
12
月
10
日

（
木
））

対
象
　
公
共
職
業
安
定
所
で
求
職
登

録
を
し
て
お
り
、
訓
練
受
講
が
必
要

と
認
め
ら
れ
、
自
動
車
運
転
免
許（
普

通
自
動
車
以
上
）を
取
得
し
て
い
る
方

定
員
　
20
人

受
講
料
　
無
料（
教
科
書
、作
業
服
代

等
は
自
己
負
担
）

申
込
方
法
　
11
月
30
日（
月
）ま
で
に
、

申
込
・
問
合
せ
先
　
自
衛
隊
愛
知
地

方
協
力
本
部 

一
宮
地
域
事
務
所

　
☎
０
５
８
６（
７
３
）７
５
２
２

　
弥
富
市
・
蟹
江
町
・
飛
島
村
・
大

治
町
各
商
工
会
が
主
催
し
、
４
市
町

村
の
後
援
で
創
業
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催

し
ま
す
。本
セ
ミ
ナ
ー
は
「
創
業
支
援

等
事
業
計
画
」に
基
づ
き
、
創
業
に
必

要
な
経
営
の
基
本
を
専
門
家
に
よ

り
、
分
か
り
や
す
く
学
べ
る
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
と
な
り
ま
す
。

と
き
　
11
月
14
・
21
日（
土
）、
両
日

と
も
午
後
１
時
〜
５
時

※

２
日
間
と
も
参
加
で
き
る
方
を
対

　
象
と
し
ま
す
。別
の
日
を
ご
希
望
の

　
方
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

と
こ
ろ
　
蟹
江
町
産
業
文
化
会
館
　

２
階
　

内
容
　

❶
創
業
計
画
・
事
業
計
画
の
作
成

❷
資
金
調
達
、
資
金
繰
り
計
画
の
作

　
成

❸
従
業
員
雇
用
ル
ー
ル

❹
販
売
戦
略
の
立
て
方
な
ど

対
象
　
創
業
を
予
定
し
て
い
る
方
、

創
業
・
経
営
に
興
味
の
あ
る
方
、
創

　
定
す
る
町
内
の
住
宅
に
新
た
に
補

　
助
対
象
設
備
を
設
置
す
る
方
（
既

　
に
設
置
さ
れ
て
い
る
方
、設
置
工
事

　
を
開
始
し
て
い
る
方
は
対
象
外
）

❷
町
内
に
お
い
て
自
ら
居
住
す
る
た

　
め
に
補
助
対
象
設
備
付
き
新
築
住

　
宅
を
購
入
す
る
方

※

各
補
助
対
象
設
備
に
対
す
る
補
助

　
金
の
交
付
は
、１
世
帯
に
つ
き
１
回

　
限
り
と
し
ま
す
。

そ
の
他
　
申
請
書
様
式
は
産
業
環
境

課
窓
口
で
配
布
、
ま
た
は
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

申
込
・
問
合
せ
先
　
役
場 

産
業
環
境

課
　
内
線
１
２
４

入
所
願
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

居
住
地
を
管
轄
す
る
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
他
　
説
明
会
を
ポ
リ
テ
ク
セ
ン

タ
ー
名
古
屋
港
で
11
月
11
・
18
日

（
水
）
の
午
前
９
時
30
分
か
ら
実
施

（
予
約
不
要
）

問
合
せ
先
　
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
名

古
屋
港
　
☎（
３
８
１
）２
７
７
５

　
　http://w

w
w
3.jeed.or.jp/

　
　nagoyakouw

an/poly/

◉
ペ
ッ
ト
の
ふ
ん
は
飼
い
主
が
責
任

　
を
も
っ
て
片
付
け
て
く
だ
さ
い

　
家
の
前
や
歩
道
な
ど
ペ
ッ
ト
の
ふ

ん
が
放
置
さ
れ
、
悪
臭
、
汚
れ
で
困
っ

て
い
る
と
の
苦
情
が
多
く
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
ふ
ん
な
ど
を
適
正
に
処
理
し
、
他

人
に
迷
惑
を
掛
け
な
い
よ
う
に
努
め

る
こ
と
は
飼
い
主
の
責
任
で
す
。持
ち

帰
っ
て
適
切
に
処
理
し
ま
し
ょ
う
。

◉
野
良
猫
を
世
話
し
て
い
る
方
は
餌

　
を
あ
げ
る
だ
け
で
な
く
、
責
任
を

　
も
っ
て
管
理
し
て
く
だ
さ
い

　
猫
に
餌
を
与
え
て
い
る
だ
け
で
は

な
く
、
ふ
ん
尿
を
始
末
し
て
い
ま
す

か
。あ
な
た
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
近

所
に
迷
惑
を
か
け
て
い
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。餌
の
後
片
付
け
・
ふ
ん
の
始

末
を
し
っ
か
り
と
行
い
、
人
と
猫
が
共

生
で
き
る
町
づ
く
り
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
先
　
役
場 

産
業
環
境
課

　
内
線
１
２
４

　
虐
待
と
は
「
身
体
的
虐
待
」「
性
的

虐
待
」「
心
理
的
虐
待
」「
放
棄
・
放
任

（
ネ
グ
レ
ク
ト
）」な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　
虐
待
か
も
と
思
っ
た
ら
、す
ぐ
に
お

電
話
を
く
だ
さ
い
。通
報
は
匿
名
で

行
う
こ
と
も
可
能
で
す
。通
報
し
た

人
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

　
11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間

付
を
受
け
て
い
な
い
方
は
対
象
外
で

す
。

　
ま
た
、申
請
書
提
出
後
、次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、速
や
か
に

学
校
教
育
課
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

・
私
立
高
等
学
校
を
休
学
、
転
学
ま

　
た
は
退
学
さ
れ
た
と
き

・
住
所
を
異
動
さ
れ
た
と
き

申
請
・
問
合
せ
先
　
役
場 

学
校
教
育

課
　
内
線
２
０
７
・
２
０
８

　
町
教
育
委
員
会
で
は
、
令
和
３
年

度
に
小
学
校
へ
入
学
す
る
児
童
を
対

象
に
就
学
時
健
康
診
断
と
入
学
説
明

会
を
行
い
ま
す
。

　
対
象
児
童
の
家
庭
に
は
案
内
を
郵

送
し
ま
す
の
で
、実
施
日
の
５
日
前
に

な
っ
て
も
届
い
て
い
な
い
場
合
は
学
校

教
育
課
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

と
き

　
大
治
小
学
校
　
11
月
５
日（
木
）

受
付
時
間
　
午
後
０
時
45
分
〜
１
時

10
分

入
学
説
明
会
　
午
後
１
時
10
分
〜
１

時
30
分

検
査
時
間
　
午
後
１
時
30
分
〜
３
時

で
す
。

相
談
窓
口

◉
児
童

　
児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
１
８
９（
い
ち
は
や
く
）

　
役
場 

子
育
て
支
援
課

　
　
内
線
１
４
１

◉
高
齢
者

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎（
４
４
２
）０
８
５
７

　
役
場 

民
生
課
　
内
線
１
５
８

◉
障
害
者

　
障
害
者
相
談
支
援
事
業
所

　
☎（
４
３
３
）２
３
４
３

　
役
場 

民
生
課
　
内
線
１
６
９

　
Ｄ
Ｖ
・
セ
ク
ハ
ラ
・
ス
ト
ー
カ
ー

行
為
と
い
っ
た
女
性
に
関
す
る
人
権

問
題
に
つ
い
て
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　
強
化
週
間
中
は
、「
女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」の
電
話
回
線
を
通
常

の
相
談
時
間
を
延
長
し
て
土
・
日
曜

も
対
応
し
ま
す
。

　
相
談
内
容
の
秘
密
は
固
く
守
ら
れ

ま
す
の
で
、お
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。

と
き
　
11
月
12
日（
木
）〜
18
日（
水
）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時（
土
日
の

み
午
前
10
時
〜
午
後
５
時
）

※

強
化
週
間
以
外
の
受
付
時
間
は
、

　
平
日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

　
15
分
ま
で

相
談
専
用
電
話

　
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
☎
０
５
７
０（
０
７
０
）８
１
０

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
相
談

　
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
じ
ん
け
ん
相
談

　
＠
名
古
屋
法
務
局

　
詳
し
く
は
名
古
屋
法
務
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

＠snsjinkensoudan
※

こ
ち
ら
か
ら
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ

　
ウ
ン
ト
「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
じ
ん
け
ん
相
談
」

　
を
友
達
登
録
し
て
ご
相
談
く
だ
さ

　
い
。

問
合
せ
先
　
名
古
屋
法
務
局 

人
権
擁

護
部
　
☎（
９
５
２
）８
１
１
１

　
Ｎ
ｅ
ｔ
１
１
９
緊
急
通
報
シ
ス
テ

ム
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
か
ら
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
１
１
９
番

通
報
が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

　
海
部
東
部
消
防
組
合
管
内
を
担
当

す
る
海
部
地
方
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー

で
令
和
２
年
12
月
１
日
か
ら
運
用
開

始
に
あ
た
り
、
登
録
説
明
会
を
開
催

し
ま
す
。

対
象
者
　
聴
覚
ま
た
は
音
声
・
言
語

機
能
等
に
障
が
い
が
あ
り
、音
声
に
よ

る
１
１
９
番
通
報
が
困
難
な
方
で
、

大
治
町
・
あ
ま
市
に
在
住
の
方

※

説
明
会
参
加
の
事
前
申
込
は
不
要

　
で
す
。

※

付
き
添
い
等
で
来
ら
れ
た
際
、
密

　
集
、
密
接
を
避
け
る
た
め
に
入
場

　
制
限
を
か
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※

説
明
会
の
詳
細
は
、
海
部
東
部
消

　
防
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　（http://w
w
w
.am
atobu-119.

　jp

）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
課

　
☎（
４
４
２
）１
６
０
５

　
　（
４
４
２
）3
1
8
0

　
　shoubou@

am
atobu-119.jp

種類 対象 補助額

無料
木造住宅
無料耐震
診断

費用の８０％の額
（上限１２０万円）

木造住宅
耐震改修

費用の２分の１の額
（上限２０万円）

耐震シェルター
整備

費用の３分の２の額
（上限２０万円）

木造住宅
除却（解体）

木造住宅耐震化補助事業のご案内
　昭和56年5月31日以前に着工した建物は、地震に対する安全性や耐震性が不足している可能
性があります。町では、住宅の耐震診断・改修等に対して次の表のとおり補助制度を設けていま
す。いつ発生するか分からない大地震に備えて、ぜひご活用ください。
　なお、全ての事業において、補助申請前に事業に着手すると補助の対象となりません。詳しく
は、お問合せください。
問合せ先　役場　都市整備課　内線 155

・昭和５６年５月３１日以前に着工された木造住宅
・在来軸組構法または伝統構法（枠組壁構法（ツーバイフォー等）・木造と鉄骨造などの
　混構造・鉄骨造・コンクリート造は除く）
・２階建て以下の戸建、長屋、併用住宅および共同住宅（借家を含む）
・現に人が住んでいる住宅

・耐震診断の結果、判定値１．０未満（倒壊する可能性がある、倒壊する可能性が高い）と診
　断された木造住宅について、判定値１．０以上（一応倒壊しない）に補強する耐震改修工
　事であること

・耐震診断の結果、判定値０．４未満（倒壊する可能性が高い）であること
・申請年の年度末時点で年齢が６５歳以上の方または身体障害者手帳等の交付を受けた
　方が居住していること

・耐震診断の結果、判定値１．０未満であること
・補助金交付申請を行う前年度までに耐震診断を行っていること

身
に
付
け
よ
う
応
急
手
当
て

普
通
救
命
講
習
Ⅰ

講
座・教
室

と こ ろと　き 問合せ先料金名　称

七宝新作展 11月27日（金）～29日（日）
午前9時30分～午後4時30分

あま市七宝焼
アートヴィレッジ
企画展示室

無料 （443）7588あま市七宝焼
アートヴィレッジ

　選べるキャッシュレス決済サービスなどの詳細は、 　　　　　　　　　　　で検索
　申し込みは、スマホの場合は「マイナポイントアプリ」または「各キャッシュレス決済サービスのア
プリ」から、PCの場合は専用サイト「マイキープラットフォーム」からできます。

　マイナンバーカードを使って、マイナポイントの予約・申し込みをして、使い
たいキャッシュレス決済サービスでチャージやお買い物をすると、最大5,000
円分のポイントがもらえますよ。もらったポイントは、お買い物に使えます！　
　令和3年3月末までのチャージやお買い物が対象です。

上
限5,000円分もらえちゃう！上
限5,000円分もらえちゃう！

マイナポイントの手続きは、次のマイナポイント手続きスポットでもできます。
■ 役場住民課　　■ ＫＤＤＩ（ａｕショップ）　　■ ＮＴＴドコモ（ドコモショップ） 　
■ イオングループ（総合スーパー（ＧＭＳ）、一部の食品スーパー（ＳＭ））
■ ソフトバンク（ソフトバンクショップ／ワイモバイルショップ）　　■ 郵便局　　■ セブン銀行（ＡＴＭ）
■ ビックカメラ　　■ みずほ銀行　　■ ヤマダ電機　　■ ローソン（マルチコピー機）

 11月のマイナンバーカード休日申請受付窓口
とき　11月28日（土）午前9時～正午　ところ　役場住民課窓口

問合せ先　役場　住民課　内線121・174

マイナポイントサイト

　マイナンバーカードの交付窓口も併設しますので、平日にマイナンバーカードの受け取りが
できない方はご利用ください。
※休日窓口は、多数の来庁者が見込まれます。長時間の待ち時間が生じることをあらかじめご
　了承ください。（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、入庁者数制限を行っています。）
※その他の住民課業務（戸籍、住民異動、各種証明書の発行等）は行いません。

還元率25%

　顔写真の撮影からオンライン申請まで全て無料で役場職員が代行します。
　本人確認書類等は必要ありませんので、手ぶらでお越しください。

マイナンバーカードを作るなら、
役場住民課の無料オンライン申請代行サービスが便利！

お好きなキャッシュレス決済で
使えるポイントが

詳細は町ホームページをご覧いただくか、
お問合せください。
問合せ先 役場　企画課　内線128

　 https://www.town.oharu.aichi.jp
　 /bosyu/banner.html

大治町ホームページに
　 バナー広告を掲載しませんか

122020（令和2）年11月号13 2020（令和2）年11月号

募

集

お

願

い

相

談

ス
ポ
ー
ツ

催

し

講
座
・
教
室

お
知
ら
せ


